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【見出しピックアップ】

＊文部科学省

・政府広報「友だちのピンチ、身近なおとなに話そう。」キャンペーンについて
・いじめの問題に対する取組事例集(11月13日)
＊厚生労働省

・平成 26 年 放課後児童健全育成事業（放課後児童クラブ）の実施状況（11月7日）
・社会的養護に関する法令・通知等一覧(11月13日)
・「居住実態が把握できない児童」に関する調査結果等の報告について（11月13日）
・平成25年度　都道府県・市区町村における障害者虐待事例への対応状況等（調査結果）
～在宅及び施設・事業所での障害者虐待の実態が明らかに～（11月25日）
＊内閣府男女共同参画局

・STOP　THE　暴力（平成26年度改訂版）（平成26年7月改訂）

＊朝日新聞

・小中一貫校、国の制度に　6・3制以外の設定も（11月1日）
　
・性犯罪の厳罰化、被害者や専門家はどう見つめる（11月1日）
・男らしさ女らしさって…　ありのままの自分でいたいのに（11月2日）
・（ニュースの扉）Ｒ・キャンベルさんと聞くヘイトスピーチ　憎悪の先、見えない「日本」（11月3日）
・（インタビュー）「ＪＫ産業」と少女たち　居場所のない女子高生を支援する仁藤夢乃さん（11月6日）
・（社説）４０人学級復活　安易な予算削減では（11月7日）
・特別支援教育、足りぬ先生　自閉症・情緒障害で通学、急増　指導法知らず困惑
（11月11日）

・（社説）無戸籍の人　救済の手立てを尽くせ（11月11日）
・半年調査しても不明の子１４１人　２６８４人は所在判明（11月13日）
・（インタビュー）福島のお母さんの心　精神科医・福島学院大学教授の香山雪彦さん（11月13日）
・神奈川）ネット機器利用、高校生４割が１日５時間以上（11月13日）
・親の居場所づくり　虐待防止には必要（11月13日）　　
・収入とやりがい、学生に　養護施設出身者に「仕事」提供　公益法人と企業タッグ
(11月13日)

・自治体間の連携カギに　所在不明の子、なお１４１人（11月14日）

・（フロントランナー）大木聖子さん　「大切な人を思って、一人ひとりが生き残ってほしい」（11月 15日）
・兵庫）尾木ママ「ＬＩＮＥ上手に使って」　中学校で授業（11月15日）
・（男が生きる　女が生きる）性は男と女だけじゃない　「らしさって？」記事に反響（11月16日）

・（Ｒｅライフ）聴き上手で心豊かに（11月16日）

・（PR TIMES） - リリース発行企業：公益財団法人日本ユニセフ協会（11月20日）
・児童ポルノをリツイート、なぜ処罰？　拡散する現状とは（11月21日）
　
＊毎日新聞

・人模様:「たたかない育児」法整備を−−エリザベス・ダーリン事務局長（11月1日）
・高校野球:今治西の監督、選手に平手打ち　高野連に報告へ（11月6日）
・君の笑顔が見たい:「子どもの村」の挑戦／３２　みんなで育てる／４　／福岡（11月6日）◇
・子どもたちの伝言:うずしおの地から／３１６　ＬＧＢＴ／５　／四国（11月8日）

・経済観測:生活困窮者自立支援法を生かすために＝中央大教授・宮本太郎（11月8日）
・八戸・高２女子生徒死亡:両親、メモ基に訴え　「摂食障害、いじめ原因」　死因と絡める審議会、募る不信　／青森（11月9日）
・障害者差別:解消へ政府基本方針案　内閣府委が了承（11月10日）　
・相談電話:「１××」へ　虐待、消費者問題…桁数短く（11月12日）
・呉の少女殺害:弁護側「保護処分も許容」　少年に虐待歴、発達障害−−公判　／広島（11月11日）
・ＤＶ防止啓発講座:暴力許さない社会を　悩んだら専門機関へ−−富山　／富山（11月14日）
・虐待相談:児相の子供安全確認　４８時間以内にカベ（11月15日）

・くらしＱ:子育て見守り訪問員　親のシグナル受け止め　／九州（11月19日）
・フィルタリング:スマホ普及で子供「外して」利用率初の減（11月21日）
　
＊産経新聞

・自閉スペクトラム症、同傾向の人によく共感　京都大などチーム解明（11月8日）
・女子高生は自殺した　「レスキュー隊呼んどけ」と同級生から脅され、身体特徴を揶揄され…獰猛「ＬＩＮＥいじめ」、学校も親もついてゆけず（11月8日）
・[image: image9.jpg]100 *‘yhb\ USHEEAIFE
#)

8000————— |

6000~ }
ao00-J I

2000 H

o
20 21 22 23 24 2545




憂楽帳:里親（11月12日）

　
＊読売新聞

・「下着売る」と書き込み、「普通の女の子」補導（11月12日）
・「ネットで男性と知り合う」６割…ＳＮＳ利用の女子高生（11月13日）

・ヘイトスピーチ判決　朝鮮学校児童に伝える冊子（11月15日）
　
＊日本経済新聞

・「夫は外、妻は家庭に」反対49％、賛成を上回る　内閣府調査（11月1日） 
・我が子は何号？ 変わる保活（11月4日）
・ハーグ条約適用で初出国　５歳児、日本からドイツへ（11月12日）
・スマホで性被害、過去最多　交流サイト利用の18歳未満（11月15日） 
・子育て支援、生まれる前から　モデルはフィンランド（11月18日）
・ハーグ条約適用、大阪家裁が子の返還命令　スリランカの父請求（11月19日）
・障害者虐待、13年度2280件　加害者の８割は身近な家族 （11月26日）
・児相の調査権限強化を　厚労省専門委、虐待防止へ提言（11月28日） 
フォームの終わり

＊YAHOOニュース

・「男らしく」「女らしく」を理由としたいじめや嫌がらせ「ジェンダー・ハラスメント」って知ってますか？（11月2日）

＊文部科学省

・政府広報「友だちのピンチ、身近なおとなに話そう。」キャンペーンについて
1．目的
　友人からの相談に冷静な対応ができるように、下記の「行動指針」の周知を通じて、人生のピンチは、「自分を含めて誰にでも起こり得ること」であり、「一人で抱え込むべきものではないこと」としての気付きを与えます。
2．開始日
　平成26年11月10日（月曜日）

3．行動指針
友だちのSOSには「教室（きょうしつ）」
きづいて、よりそい、うけとめて、しんらいできる大人に、つなげよう。

http://www.mext.go.jp/b_menu/houdou/26/11/1353404.htm
・いじめの問題に対する取組事例集(11月13日)
いじめ防止対策推進法では、学校に、いじめ防止基本方針の作成や組織の設置を求めており、これら法律で求められた措置を確実に行うことは最低限必要なことであるが、いじめの問題をはじめとする子どもたちの問題行動など生徒指導上の諸問題に関しては、日頃からの地道な未然防止の取組や組織的な対応が実際になされるような体制整備が必要。そこで、いじめ防止対策推進法に即して、より実効性の高い取組を真摯に行っている学校にスポットを当て、他の学校現場の創意工夫を促すような取組を募集し、取りまとめた「取組事例集」。

http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/seitoshidou/1353423.htm
＊厚生労働省

・平成 26 年 放課後児童健全育成事業（放課後児童クラブ）の実施状況（11月7日）
http://www.mhlw.go.jp/file/04-Houdouhappyou-11906000-Koyoukintoujidoukateikyoku-Ikuseikankyouka/0000064488.pdf
・社会的養護に関する法令・通知等一覧(11月13日)
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kodomo/kodomo_kosodate/syakaiteki_yougo/syaiteki_yougo_tuuchi.html
・「居住実態が把握できない児童」に関する調査結果等の報告について（11月13日）
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000065289.html
・平成25年度　都道府県・市区町村における障害者虐待事例への対応状況等（調査結果）
～在宅及び施設・事業所での障害者虐待の実態が明らかに～（11月25日）
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000065128.html
＊内閣府男女共同参画局

・STOP　THE　暴力（平成26年度改訂版）（平成26年7月改訂）
http://www.gender.go.jp/e-vaw/book/images/pdf/stoptheboryoku.pdf
＊朝日新聞

・小中一貫校、国の制度に　6・3制以外の設定も（11月1日）
　文部科学相の諮問機関「中央教育審議会」は３１日、小中一貫教育についての議論をとりまとめた。学年の区切りを自由に設定できる「小中一貫教育学校（仮称）」と、別々の小学校と中学校が統一したカリキュラムで学ぶ「小中一貫型小・中学校（仮称）」を制度化する。いずれも市区町村教育委員会の判断で設置できるようにする。▼３４面＝先行校では

　文科省はこれを受け、学校教育法などの改正案を来年の通常国会に提出する。最速で２０１６年度の開校をめざす。単線型の「６・３」制だった戦後の義務教育が大きく転換する。

　小中一貫校はこれまで、東京都

 HYPERLINK "http://www.asahi.com/topics/word/%E5%93%81%E5%B7%9D%E5%8C%BA.html" \o "品川区のトピックスを開く" 品川区など各地市区町村などが独自に１１３０校を設置してきた。いじめや不登校といった問題行動が中１で激増する「中１ギャップ」の解消に成果があったと評価する声がある一方、制度上、別々の学校のため、教員がバラバラに配置されたり、特例を受けないと学習内容が前倒しできなかったりといった課題が指摘されていた。

　中教審のまとめ案では、子どもの成長が早期化している現状や、学習内容が小学校高学年から難しくなることを指摘。新しい一貫校では９年間を「４・３・２」（前期・中期・後期）などと学校が子どもの特徴に応じて学年の区切りを設定できるようにした。子どもが継続的に学べるカリキュラムを設定し、英語など独自の小中共通教科の導入が可能。入試はしない。

　教員組織は、「小中一貫教育学校」で校長を１人として組織を一本化。教員は小中両方の免許を持つことを基本とする。「小中一貫型小・中学校」は小学校と中学校それぞれに校長を置く。

　国は新一貫校移行のための校舎整備費の一部負担や、教員の追加配置などによって普及を後押しする。免許制度も変え、現職教員が小中両方の免許を取りやすくしたり、中学教員が小学校で学級担任をしたりできるようにする。

　（高浜行人）

　■新しい小中一貫制度の概要

【タイプ（仮称）】　小中一貫教育学校

【カリキュラム】　９年間で一貫。小中共通の特例教科

【校舎】　小中一体整備を支援。分離型でも

【校長】　１人の校長

【形態】　１中学校に対し複数小学校も

【就学指定】　通学先指定の対象。学校選択制の市区町村は現行通り

【学年】　「４・３・２」「５・４」など学校が自由に設定

【教員】　小中両免許。当面片方でも

【市区町村の対応】　導入するかどうか、全域か一部かなど選べる

　　　　　＊

【タイプ（仮称）】　小中一貫型小学校・中学校

【カリキュラム】　９年間で一貫。小中共通の特例教科

【校舎】　基本的に小中分離型

【校長】　学校ごと

【形態】　１中学校に対し複数小学校も

【就学指定】　通学先指定の対象。学校選択制の市区町村は現行通り

【学年】　「４・３・２」「５・４」など学校が自由に設定

【教員】　小中、どちらかの免許

【市区町村の対応】　導入するかどうか、全域か一部かなど選べる

http://digital.asahi.com/articles/DA3S11432798.html?iref=comkiji_txt_end_s_kjid_DA3S11432798
・性犯罪の厳罰化、被害者や専門家はどう見つめる（11月1日）
■被害者「実態知ってもらうきっかけに」

性犯罪厳罰化、検討会議始まる　法定刑引き上げなど議論
性犯罪の厳罰化をめぐる議論を、被害者はどう受け止めるのか。自らの被害を手記で公表している小林美佳さん（３９）に聞いた。

　　　　　◇

　「厳罰化」に反対する理由は見当たらない。被害者は加害者の逆恨みを恐れており、刑の長さは安心につながる。性犯罪・性暴力への社会の理解は低い。今回の議論が多くの人に実態を知ってもらうきっかけになってほしい。

　親告罪は難しい問題だ。性の虐待を受け続けた子どもは虐待を認識していない場合がある。（告訴なしで罪に問える）非親告罪になれば、周りの人が気づいて被害を訴えられる。一方で、強姦（ごうかん）などの被害者は「誰にも知られたくない」と思うのが大半。非親告罪になると、被害者が望まないなかで事件化され、裁判で事実が明かされるのでは、といった心配が生じる。配慮が必要だ。

　より深刻な問題は、被害者の支援態勢が整っていないことだ。国の犯罪被害者等基本計画は、行政や病院、弁護士らが連携し、相談を受ける「ワンストップ支援センター」の設置促進を掲げたが、全国に広がっていない。相談できる場所がなく、被害者だけが苦しんでいる。だからこそ、個人である私に、約７千人からの相談が集まっている。

　救われるべき被害者が苦しみ続けるのは理不尽だ。「打ち明けたい」と思った時に口にでき、それに周囲が手をさしのべる。そんな社会になるためには、性暴力被害への理解が欠かせない。（北沢拓也）

■専門医「厳罰化、根本的な解決にならない」

　性犯罪者の治療に当たっている「性障害専門医療センター」代表理事で、精神科医の福井裕輝さんにも話を聞いた。

　　　　　◇

　厳罰化だけでは根本的な解決にならない。再犯防止の態勢をどうつくるかが最大の課題だ。

　世界的には１９８０年代に厳罰化の流れが強まったが、再犯防止の効果はなかったといわれている。刑務所では模範囚として勤め上げ、釈放後に再犯をしてしまう場合が多い。

　「性障害」という病気だという認識をきちんと持たなければならない。私は月間約２００人を診ている。主な治療法は薬物療法と、認知行動療法と呼ばれるカウンセリング。性欲を減退させる薬物療法は効果が証明されている。性犯罪者の中にも「同じことを繰り返したくない」と自ら治療に訪れる人も少なくない。

　被害者が厳罰化を求めることは当然であり、理解できる。性犯罪を減らすためにも、警察、医療、保護観察などの各関係者が一体となり、再犯防止の態勢をつくることが必要だ。

http://www.asahi.com/articles/ASGB05QN4GB0UTIL039.html
・男らしさ女らしさって…　ありのままの自分でいたいのに（11月2日）
　「男なら泣くな」「女は愛嬌（あいきょう）」。知らず知らず、私たちは「男／女らしさ」を意識する。でも、らしさってなんだろう。追い詰められる性的少数者の人たちや、とらわれる男たちの姿を通して考える。

特集：女が生きる　男が生きる
茶色い短髪、太い眉、つぶらな瞳。写真の中の姿は幼さが残る少年のようだ。

　廣田爲佐（ひろたいさ）さん。心は男なのに女の体で生まれた。２０１２年１月、吐瀉（としゃ）物をのどに詰まらせ、２１歳で亡くなった。薬の過剰摂取を繰り返すなど不安定で、最後の日にもブログに「死んでいい」と書いていた。

　小５の時、女子児童から「男女（おとこおんな）」といじめられた。０３年４月、横浜市にある中高一貫の女子校に入学。自伝「暁の空」（文芸社）によると、セーラー服が届くと母親が言った。「女の子らしくしないと、学校でやっていけなくなるわよ」

　「性同一性障害に生まれて」という廣田さんの詩から葛藤の跡がみえる。「自分で自分をおかしいと思いたくなくて／必死になってふつうを振る舞い続けた」

　しかし、心と体の不一致は大きくなる。先生に配った４枚の手紙によると、制服に耐えられず、高１で体操服の着用を願い出た。「自分を偽り、耐えてきた。もう限界なんです」

　高２で、男子制服の着用が認められる通信制高校のサポート校に転校。男性ホルモンの投与を受けるため、１８歳と偽り、東京・新宿のクリニックを訪れた。注射の後、恩師に「人生で初めて生きててよかったと思えた」とメールした。

　コンビニのアルバイトに明け暮れ、手術費用をためた。０８年１２月からの２年で３回手術し、男の体を手に入れた。１１年１月、戸籍上の性別を男性に変更した。

　ところが、心は満たされない。ブログにはこうある。「自分らしくの前に男／女らしくにこだわってしまう。性別なんて……そう言っている当事者が一番性別のことを気にしている」

　同居していた准看護師の大久保亜希子さん（４３）には「全部終わったら死んじゃう気がする」と漏らしていた。「手術しても『ふつう』になれないと絶望していたのかもしれません」

　ノートには廣田さんの乱れた文字が残る。「ふつうを求めてなにがいけない」

　「女らしさ」を強いられた廣田さんは、あらがうように「男らしさ」を求め、苦しんだ。性同一性障害などの性的少数者は２０人に１人とされる。彼ら彼女らがありのままに生きることを、何が阻んでいるのか。

■らしさの圧力

　１０月２５日、性的少数者のＬＧＢＴといじめを考えるシンポが、都内であった。テーマは「男らしさ・女らしさの圧力を考える」。

　同性愛者であることを公表し、教育現場でのいじめ対策に取り組む大磯貴廣（たかひろ）さん（３７）は「１０代の頃から、女っぽい、気持ち悪い、オカマといじめられ、引きこもり、高校中退、自殺未遂を経験した」と明かした。教師に相談しても「男らしくなればいじめられない」と諭され、家では長男として結婚して一家を支えることを期待された。

　「子ども同士のいじめだけでなく、親や教師や社会にまで『戦線』が拡大して苦しかった。私個人の問題なのか、日本の社会の問題なのか、追究したいという一心で活動してきた」

　大磯さんが共同代表を務めるＬＧＢＴ支援団体「いのち　リスペクト。ホワイトリボン・キャンペーン」が５月に発表したアンケート結果では、いじめを受けたことのあるＬＧＢＴは７割で、３割が自殺を考え、２割が自傷に及んでいた。

　「男らしくない男がゲイ」「女らしくない女がレズビアン」という見方は偏見だ。だが、調査では「男らしくない男」が標的になりやすい傾向も浮かんだ。

　「あんたみたいな人が生きてるなんて信じられないんだけど」。北日本で専門学校に通う男子学生（１８）は、中２の時、同級生の女子生徒から投げつけられた一言が忘れられない。

　自らの性的指向に気づいてすぐの頃だった。立ち振る舞いが「男らしく」なかったせいか、「ゲイではないか」とうわさされていたと、後で知った。

　「ゲイだと言ったら、こんな目に遭うんだな」と思った。家でも学校でも隠し続けたが、「自分の体の一部をなくして生きているみたい」だった。ありのままの自分でいたいと、高校卒業を控えた昨年１０月、同世代の集まる場でカミングアウト（公言）した。

　「僕はゲイです。日本では多くの同性愛者が拒絶を恐れ、本当の自分を隠しています。日本で同性愛者であることは、とても孤独な生き方なのです」

　「偏見も無関心もない世界を」とも呼びかけた。しかし、この記事で彼の名前は紹介できない。両親が就職への悪影響を懸念したからだ。両親は「誰が豹変（ひょうへん）するか分からない」「良い方向に転がるとは思えない」と言い、実名で取材を受けないよう説得したという。

■同性カップル、北欧で生きる

　社会に窮屈さを感じ、日本を離れる人もいる。

　ＩＴ企業に勤めるローセ・木村謙介さん（３７）。２００９年春、観光で来日したデンマーク人男性のヨーンさん（５８）と交際を始めた。自然と結婚を意識し、１１年６月、東京からコペンハーゲンに移り住んだ。

　デンマークは２５年前、世界で初めて同性カップルに相続などで男女の夫婦とほぼ同等の権利を認めた。就職の面接で移住の理由を聞かれ、同性愛者だと説明したら、「あ、そう」という感じで拍子抜けした。

　日本ではＩＴ企業など３社で勤めたが「仕事の障害になるかもしれない」と隠し続けた。両親に初めて話したのも移住の５カ月前。しかし、デンマークでは自分を偽る必要はなかった。

　大学を出て、就職し、女性と結婚し、子どもができて、マイホームを買い……。日本にいた頃は「ふつうの男のレール」から外れるのが怖かった。そんな意識からも、いつの間にか自由になっていた。「もう息苦しさは感じない」

　日曜の朝、２人でコーヒーを飲む。夏がくれば２人で海へ行く。共働きなので、掃除はヨーンさん、洗濯は木村さん、料理は早く帰った方。自然体の暮らしがここにはある。

　「幸せです」。ためらうことなく答えた木村さんは「今は日本に戻るつもりはない」と言った。

■雄々しくない男は変ですか

　米アップルのティム・クック最高経営責任者（ＣＥＯ）が１０月３０日、ゲイだとカミングアウトした。

　米通信社ブルームバーグに寄せた手記で、クック氏は「人は性的指向や人種や性別だけで定義できない。それを理解することが社会の進歩の一つだ」と訴えた。「世界は大きく変わったが、今も数えきれないほどの人たちが恐怖や虐待に直面している。孤独を味わう人たちの力になれるならと考えた」

　日高庸晴・宝塚大看護学部教授らの調査では、同性愛者・両性愛者の男性の６６％が自殺を考え、１４％が自殺を図ったことがあった（有効回答５７３１人）。日高氏らの別の調査では、自殺未遂のリスクは異性愛者の男性の６倍だった。

　約２０年前からＬＧＢＴの相談を受けてきた精神科医の平田俊明氏は「異性愛を前提とする社会の中で、性的指向がネタにされ、いじめられるかもしれないと恐れることで、幼い頃から自分を押し殺す癖を身につけてしまう」と解説する。

　「侍ジャパン、なでしこジャパンという日本代表の愛称に、日本におけるらしさの意識が凝縮されている」。佐々木瑞枝・武蔵野大名誉教授（日本語ジェンダー論）は指摘する。「雄々しい」などの言葉には「社会的にすり込まれた、雄々しくない男への差別意識が潜む」という。

　雄々しいのが男であって、そうでない男は男でない――。らしさを強いる意識は、そんなふうに異質なものを排除しようとする心の動きと結びつく。

　ＬＧＢＴをめぐる問題を２５年取材している米在住のジャーナリスト、北丸雄二氏は語る。「相手がどんな偏見や差別意識を持っているのか、どれだけ正義で公正なのか。カミングアウトしてわかるのは、カミングアウトした人の正体ではなく、された側の正体なのです」（二階堂友紀、石原孝、高橋末菜）

　　　　　◇

　〈ＬＧＢＴ〉　レズビアン（女性同性愛者）、ゲイ（男性同性愛者）、バイセクシュアル（両性愛者）、トランスジェンダー（心と体の性が一致しない人）の総称で、頭文字をとっている。電通総研が国内の成人約７万人を対象にした調査では５・２％。国や人種に関係なく、人口の５％程度とされる。

　同性愛は恋愛感情が同性に向くこと。トランスジェンダーは心の性と体の性の食い違いから違和感を生じる。その違和感が強い状態について、日本精神神経学会は今年、診断名を「性同一性障害」から「性別違和」に改めた。

http://digital.asahi.com/articles/ASGBV5307GBVULFA002.html?iref=comkiji_txt_end_s_kjid_ASGBV5307GBVULFA002
・（ニュースの扉）Ｒ・キャンベルさんと聞くヘイトスピーチ　憎悪の先、見えない「日本」（11月3日）

　人種差別をあおるヘイトスピーチ（憎悪表現）をどう食い止めるか。街頭では、いまも声高に差別を叫ぶデモが繰り返されている。日本文学研究者のロバート・キャンベルさんと問題の根を探った。

　　　　　＊

　デモ隊は日章旗を掲げて歩き始めた。１０月下旬、東京・新宿の昼下がり。ざっと１００人が「日韓、断交」のシュプレヒコールをあげた。《「韓国」を壊せ。日本を救うために。日韓国交断絶国民大行進ｉｎ帝都》。主催は、「在日特権を許さない市民の会」（在特会）の関係団体だ。「韓国製品を買うな」といった主張を書いたプラカードも手にしている。

　歩道にはデモに反対する「カウンター」と呼ばれる人たち。「レイシスト（人種差別主義者）帰れ」「ヘイトやめろ」と批判を浴びせる。デモ隊側は叫ぶ。「クソまみれの朝鮮人」「ゴキブリ朝鮮人をたたき出せ」

　もし外国人に「ゴキブリ」と言われたら――。キャンベルさんも表情を硬くした。「断交は安全保障上、一番危険なこと。誰が幸せになるんでしょうか。主張の核は、朝鮮半島の人たちや在日の人たちへの単なる憎悪でしかない。その先に何が達成されるのか見えません」

　排除の論理は「世界に誇れる日本」からも乖離（かいり）していると感じる。「在日の人たちの表現活動を抜きに、文学や映画、舞台などの芸術は語れない。日本に寄り添いつつ、同化しないそのあり方が文化の多声性を生み、訴求力を高めた。それがクールジャパンにもつながっています。在日の人を排除すれば日本の文化はやせ細るでしょう」

　　　　　＊

　デモ隊はＪＲ新宿駅南口に向かう。街行く人たちは、困惑したような表情を浮かべている。

　では、デモ隊が「救う」と思い描く日本とは何なのか。キャンベルさんは「彼らの『日本』はどの時代にもない」と話す。

　歴史的に見て、日本の保守本流は「取り込む日本」を志向してきた。役に立つものは受け入れ、調整し、社会基盤の強化に充ててきた。「『排除』のみの論理で活動する集団は、これまでの日本のあり方からは想像もつきません」

　右でも左でもなく歴史的にも「新しい集団」。それはデモ隊の主張からも見えてくる。いわゆる「在日特権」の撤廃だ。朝鮮半島が日本の植民地だったため、戦前から国内にいた在日韓国・朝鮮人らは特別永住者になれる。例えば特別永住者は、就労ビザで入国した外国人などと比べて就労に制限はない。これは一般永住者も同じだが、差別的な特権の一つだというのだ。

　一般永住者のキャンベルさんは「特別永住者が優遇されてきたとは思えない」という。３０年ほど前、来日して出会った在日韓国人の学生を思い出す。就職活動を始めた仲間たちを横目に、彼は就職を諦めていた。在日というだけで、仕事を見つけるのが難しかった。

　その後、マイノリティーへの差別は徐々に改善され、韓流ブームもあって、在日の壁は少しずつ下がってきたともいわれる。だが、それも「１０年ほど前からの日本」だ。「そういう時こそ危ない。歴史の流れを無視して、在日の人たちが長年経験してきた苦労をなかったことのようにしてしまう」

　　　　　＊

　出発から１時間後、デモ隊は新宿区内の広場で解散したが、収まらない一部の参加者がカウンターの人とののしり合いに。「お前は俺と違う、だから黙れ、と言って自らの立場を高めようとする精神性が日本にはあります。一見強い子が校庭でやっていますよね」

　仲間はずれにして、孤立に追い込む。傍観者は「関わりたくない」と目を背ける――。「いじめ」の構図にそっくりだ。

　「憎しみの連鎖が肥大化するのは、阻止しないといけない。『見ないふり』をするのはよそう、と思いました」

　（文・高津祐典、写真・上田潤）

　■キャンベルの目　近現代史を知り、議論深めて

　ヘイトスピーチなんて何を言っているのか分からない、と見て見ぬふりをする。デモに遭遇した人たちが見せた「関わりたくない」という表情は、多くの人に共通する感覚だと思います。

　日本では文句を言わない方が美徳とされることが多い。私が生まれ育った米国流の主張する文化からみると好ましくも見えますが、何も言わないで通り過ぎること自体が問題を大きくしているのではないでしょうか。

　ヘイトスピーチをする彼らは、自分たちの情緒の世界のなかに完結して生きているようにみえます。ただ、声高に主張すればするほど、ネット上では少しずつ「いいね」が増えていく。それが実態かのように、彼らの力になる。

　日本人は自分たちの近現代史を知らなすぎます。例えば占領期が何年続き、どんな政治体制だったのか。大学生でも答えられない人が多い。これでは、どの立場であっても議論は薄く、堂々巡りの感情論になってしまいます。

　メディアの問題もある。米国の主要な新聞は、例えば同性婚や中絶といった世論が二分される問題を継続的に取り上げています。日本のメディアは何かが起こらないと報じない。これでは議論が深まりません。

　ドイツは社会の様々なレベルで、ナチス政権下にあった戦時中の問題を議論してきました。日本でも、差別発言を向けられた人たちと社会との関わり方から考えることができるはずです。現状のまま法規制をしても効果は薄いと思います。

　　　　　＊

　Ｒｏｂｅｒｔ　Ｃａｍｐｂｅｌｌ　１９５７年米ニューヨーク生まれ。８５年に九州大学文学部研究生として来日。東京大学大学院教授（近世・近代文学）。

　◆キーワード
　＜ヘイトスピーチ＞　人種や国籍を理由に差別する表現行為。日本では２００８年ごろから、在日韓国・朝鮮人を中傷する街頭宣伝活動が顕著になった。

　０６年設立の在特会が代表的な団体とされる。ネットの動画や中継で活動を広め、会員は全国約１万５千人という。０９、１０年に計３回、京都の朝鮮学校前で「犯罪者に教育された子ども」「朝鮮半島へ帰れ」などと主張。京都地裁は人種差別にあたると、新たな街宣活動の差し止めと学校側への１２２６万円の損害賠償を命じ、在特会側が上告中。

　国連人種差別撤廃委員会は８月、日本政府にヘイトスピーチの法規制などを勧告。ドイツや英国などは法規制している。

http://digital.asahi.com/articles/DA3S11435936.html?iref=comkiji_txt_end_s_kjid_DA3S11435936
・（インタビュー）「ＪＫ産業」と少女たち　居場所のない女子高生を支援する仁藤夢乃さん（11月6日）
　「ＪＫ（女子高生）」を売りにする「ＪＫリフレ」や「ＪＫお散歩」といった店がここ２年ほどで急に広がっている。性被害に遭う危険があり、買春や犯罪の温床になるような場に、なぜ女子高生たちは足を踏み入れるのだろうか。自らの高校時代を重ねながら彼女らの思いを受け止め、支援する仁藤夢乃さんに聞いた。

　――ご自身はどんな高校生だったのでしょう。

　「月に２５日渋谷で過ごしていました。両親はけんかばかり、母ともぶつかって家にいたくなかった。夕方から渋谷に出て夜遅くまでたむろしていました。酒もたばこもやった。始発で帰ることもあったし、ビルの屋上に段ボールを敷いて寝たこともあります。絶望感しかなかった。やりたいことも夢もなく、だれも理解してくれないと思っていた。私が支援する女子高生も同じですが、居場所がなかった。『死にたい』といつも思っていました」

　「街で声をかけてくる大人は、援助交際目的の買春男か、店で働かないかと誘ってくるスカウト。世の中には、価値観を押しつける先生や親か、女子高生の若さと体を利用しようとするおじさんしかいないのかと思っていた。『５千円あげるから、つば売って』と紙コップを突き出す男もいた。友人がつばを吐くと、男はサイダーを注いで飲みました」

　――何がきっかけで、そうした生活が変わるのですか。

　「両親が離婚し、２年で高校を中退しました。その後、祖母にお金を出してもらって、高校卒業程度認定試験の勉強のために新宿の予備校に通いました。何カ月かたって、毎週土曜に農作業をする『農園ゼミ』に誘われました。土曜の渋谷は人が多すぎるし、母がいる家にはいたくない。実際に農作業をする気はなかったけど、ごはんも出るというし、ミニスカートにハイヒールで行きました。そこで阿蘇敏文さんという講師に出会いました」

　「阿蘇さんは４年前に６９歳で亡くなりましたが、牧師で、日本人の父親に遺棄された日比国際児を支援するなどさまざまな活動をしていた人です。ミニスカート姿の私を『よく来たね。でも寒くないのか、そんなスカートで。パンツ見えちゃうぞ』なんて言って迎えてくれました。農園には、難民を支援する人とか夜間中学にかかわる人とかいろんな人が来ていて、そこでの何げない会話の積み重ねから、自分が知らない世界の大人がいることを知ります。体目的じゃない、私を利用しようとしない大人が、そこにはいた。阿蘇さんは私を、『私』として見てくれた初めての大人でした」

　「阿蘇さんとフィリピンに行き、スラム街などを訪れました。すべてが衝撃でした。歓楽街に『ＹＵＭＥ　ＮＯ　ＨＯＵＳＥ』という私の名前と同じ店があったので見ていると、１０代の女の子が日本語を一生懸命覚えて、日本人男性相手にたった数千円でホテルに行っている。『渋谷と同じじゃん。なぜ、ここでも起こっているの？』と。生活に困っている女の子はほかに選択肢がないのだろうかと思って勉強してみたくなり、大学に進学しました。阿蘇さんに会わなければ、私は性を売る仕事をしていたでしょうね」

　　　　　■　　　　　■

　――どうやって女子高生を支援しているのですか。

　「大学時代は国際協力のサークルに入ったり、東日本大震災の被災地の高校生と協力してお菓子を開発したりしましたが、２年ほど前にＪＫ産業が広がっていることに気づきました。私自身、メードカフェでアルバイトをしたことがありますが、当時は何かしら事情を抱えた『ワケあり』の子ばかりでした。それがここ２年、経済的にも家庭や学校との関係性でも困っていない『ふつう』の子が増えていました」

　「以前は裏社会につながるグレーな存在だったメードが表社会に認められる存在になったためです。裏でこっそりやられていた『リフレ』や『お散歩』もいまでは堂々と表で行われている。最初はアルバイト感覚でリフレやお散歩をしても、そのうち感覚がまひしていって、水商売や風俗に進んでいきます。たくさんのふつうの女の子がＪＫ産業で働いていることに危機感を覚え、街に出て女の子たちの話を聞き始めました。いまは５０人ぐらいの女の子たちの相談にのっています」

　「ただ話を聞いて、たまに食事を一緒にして、何かあったら相談するようにと伝えます。内容によっては『やっていることは売春』『危険だよ』とも言います。強姦（ごうかん）されてもどうしていいかわからない女の子は少なくない。『助けて』という声もあげられない子が多いんです。一方で、ちょっと声をかけるとすぐにＬＩＮＥ（ライン）を交換してくれ、『お姉ちゃん』と慕ってくる。うれしいけど、あまりにも無防備で切ない。そういうところに裏社会の人たちがつけ込んできます」

　――どういうふうに？

　「スカウトがやさしく声をかけて誘い、店長は彼女たちの居場所をつくり、相談にのったり励ましたりする。待機時間に勉強まで教えているところもあります。女子高生が“商品”だからなんですが、彼女たちは店長に信頼を寄せてしまう。たとえば店長が路上で客引きをしている女の子に『大丈夫？』などと言いながらジュースを渡す。本当は監視のための見回りなのに、守ってもらっていると思ってしまうのです」

　「オーナーも顔を見せて『がんばっているね』などと声をかける。辞めそうな子には、スカウトが『元気ないけど何かあった？』などと電話を入れ、『私のことをわかってくれている』と思わせ、系列の別の店を紹介してそこで働くように仕向けます。泊まるところのない子が身を寄せるシェアハウスもある。彼らは彼女たちに『衣食住』と『関係性』を提供し、ＪＫ産業、水商売、風俗へと導いていきます。学校や行政は、少女のタイプに合わせて巧みに対応するスカウト―店長―オーナーという体制に負けています」

　　　　　■　　　　　■

　――渋谷や新宿の夜の街を見てもらうツアーをしていますね。

　「彼女たちを理解し、向き合ってくれる人を増やしたいからです。かつての私がそうだったように、『わかってくれる大人はいない』と思っているし、困ったときに話ができる人もいない。『何かあったら絶対連絡して』と私は言っていますが、あらゆる大人が女の子たちにそう言ってほしいのです」

　――大人の知らない世界がたくさんあります。

　「出会い系のカフェや居酒屋があることをご存じですか。女の子は無料です。だから、ごはんを食べるために行く。男の人は女の子に出会うために行きます。その後どうなるかは想像できますよね」

　「登録されている知らない人と無料でテレビ電話がつながるアプリもあります。局部を丸出しにした男が出てくることも多い。たまにはいい人風に見える人もいて、『ここで出会えた。ＬＩＮＥを交換しよう』と言われると、女の子は対応してしまう。こんなアプリを利用する大人は怪しいのですが、そこまで頭が回りません。連絡をとるうちにディズニーランドのチケットが余っていると誘われ、『ラッキー！』と出かける。抱きしめられて『帰したくない』などと言われて……。実際に１６歳の女子と４０歳の男性との間に起こったことです」

　「スマホがこれだけ普及すると、友だち探しのアプリやネットを使って知らない人と会うというのは子どもにとってふつうの感覚。その現実を踏まえ、学校、特に義務教育で危険性を教えていかなくてはいけない。危険の入り口へのハードルはどんどん低くなっているのに、大人はついていっていません」

　　　　　■　　　　　■

　――大人は少女たちのために何ができるのでしょうか。

　「女の子たちの居場所づくりが必要です。いま私が考えているのは、相談を受ける態勢を整え、一食ケアつきの仮眠スペースを設けることです。この前、九州の女の子から『私は１８歳。死のうと思っていた。でも、夢乃さんが私たちの居場所づくりをしていると知った。私も地元でそういう場所をつくりたい』と連絡がありました。そんな思いがある子はいまもたくさんいる。５年もたてば私は“おばちゃん”。だから、後輩の若い仲間を増やして、女の子たちの支援を続けていきたい」

　「援交おじさんは、女の子たちから『ウザい』『キモい』『汗臭い』と言われてもめげずにアプローチを続ける。私たち大人は、それぐらい本気で彼女たちにかかわっていかないと支援できません」

http://digital.asahi.com/articles/DA3S11440528.html?iref=comkiji_txt_end_s_kjid_DA3S11440528
・（社説）４０人学級復活　安易な予算削減では（11月7日）
　教育再生を掲げる安倍内閣のもとで、教育条件を後退させる案が出てきた。

　小学校１年生の「３５人学級」を「４０人学級」に戻すという。財務省が有識者からなる財政制度等審議会の分科会で示した。

　今は子どもが３６人だと２学級になるが、４０人学級にすれば１学級ですむ。こうして教員を４千人減らすことで、国の負担を８６億円減らせると試算した。

　小１の３５人学級は民主党政権が３年前に始めた。「脱ゆとり」の学習指導要領や、いじめなどに対応するためだった。

　小２以上でも検討したが、財政難で小１のみ法改正した。その小１を見直すという。

　財務省は全体的に子どもが減っているのだから、教員も減らせるはずだと主張している。

　さらに、文部科学省がめざす幼児教育の無償化をあげ、その財源としても、少人数学級の見直しが一案になるという。

　財政難の折、諸制度を吟味して予算を絞るのは大切だ。だが幼児教育の財源として、同じ文科省関連の施策の見直しを持ち出すのは省庁間の駆け引きの発想であり、安易すぎないか。

　提案の根拠も説得力に欠けており、まず予算の削減ありきだと言わざるを得ない。

　財務省が提示したデータは、いじめや暴力行為で、小１の件数が小学校全体に占める割合が増えたとの数値だ。導入前の５年間と導入後の２年間の平均を比べ、明らかな効果が認められないとしている。

　しかし、いじめの数値は発生ではなく認知件数で、教職員の意識によって左右される。特定学年の教育のあり方の評価手段には、ふさわしくない。そもそも制度の効果をわずか３年で結論づけるのは早計に過ぎる。

　日本の教員の多忙さは、経済協力開発機構（ＯＥＣＤ）の国際調査で明らかになったばかりだ。１週間の勤務時間が参加国・地域で最長だった。そもそも小学校の１学級当たりの児童数は、日本が２８人で、ＯＥＣＤ平均の２１人よりかなり多い。

　少人数学級を求める声は根強い。提案に反対する保護者らの署名活動が始まっている。根拠の乏しい提案を重ねると、国民の理解が得られず、財政再建がかえって遠のきかねない。

　学校には、貧困や格差など社会の課題が集まってくる。特別支援の対象となる子どもも増えている。教員が減ることで、子どもと向き合う時間を確保できなくなるようでは困る。

　教育は未来への投資だ。文科省は現場の実態を踏まえ、説得力のある反論をしてほしい。

http://digital.asahi.com/articles/DA3S11442584.html?iref=comkiji_txt_end_s_kjid_DA3S11442584
・特別支援教育、足りぬ先生　自閉症・情緒障害で通学、急増　指導法知らず困惑
（11月11日）[image: image1.png]



　学校で障害のある子どもの特別支援教育を担える先生が不足している。専門の知識を備えた教員免許を持つ先生は、特別支援学校でも７割しかいない。自閉症や情緒障害など支援が必要な子の急増に、教員の養成が追いついていない。

　中部地方の中学校で働く５０代の女性教諭は４月、初めて特別支援学級の担任を任された。通常学級の担任経験しかなく、特別支援教育の指導法を学んだことはない。「いきなり担任なんてできない」と戸惑った。

　受け持ったのは、発達障害の子が５、６人通う学級だった。「教科書にペンで線を引こうね」と声をかけると、「うーん」「いや」という反応。係決めで嫌がる子に「応援するからやってみよう」と言ったら、親に「子どもの主張を認めて」と怒られた。どうしていいかわからず、眠れなくなった。ストレスで春から学校を休んでいる。

　理解不足が体罰につながることもある。愛知県の小学校では昨年、支援学級の担任教諭が自閉症の男児の手首をひもで縛った。２０１０年には奈良市の小学校で、支援学級の担任が発達障害の男児に暴行した。いずれも支援学校の免許を持っていなかった。奈良市教育委員会が設置した第三者委員会は「支援学級の教員は、支援学校免許の取得に努めるべきだ」と指摘した。

　支援学校で教えるには小中学校や高校の教員免許に加え、特別支援学校の教員免許が必要だ。しかし、教育職員免許法では６０年前から今に至るまで、「小中高校などの免許があれば当分の間、支援学校免許がなくてもよい」とされている。その結果、昨年度の支援学校の免許の保有率は支援学校で７１・５％。免許を持つ定めがない支援学級では３０・５％にとどまる。

　文部科学相の諮問機関、中央教育審議会も１２年、全教員に対して支援教育の知識や技能を持つよう提言。文科省は、教員が支援学校の免許を取得できる認定講習を大学に委託している。

　ただ、茨城大学の荒川智教授（障害児教育）は「特別支援学校、支援学級、通級指導を担当するすべての教員を対象にした『特別支援教育免許』を新設すべきだ」と指摘する。その上に、支援学校向けに専門性の高い免許も設けて、二段構えにする仕組みを提案している。

　■保護者は――きめ細かな指導・就労支援に魅力

　十分な専門性を持たない教員が特別支援教育を任される背景には、支援を必要とする子どもたちの増加がある。文科省によると、小中学校の特別支援学級に通う子どもは昨年度、約１７万５千人で１０年前から倍増。学習障害（ＬＤ）や注意欠陥・多動性障害（ＡＤＨＤ）などの発達障害が０７年度以降、特別支援教育の対象に加わったことも増加に拍車をかけた。

　幼稚園児から高校生までの特別支援学校生も約１３万２千人で４割増。小中で通常学級に在籍し、状況に応じて特別な授業も受ける「通級指導」の子も約７万８千人と２・３倍に増えた。

　増加の理由について、荒川教授は「発達障害は実数も増えているが、顕在化した部分もある」とみる。発達障害への理解が広まったことで、障害と認められる子が増えたという。さらに、偏見や抵抗感が薄れて支援教育を積極的に選ぶ親子や、学力重視やいじめ対策が求められる通常学級になじめずに支援教育へ移るケースも。本来は通常学級や支援学級で学べる症状の子でも、「通常学級でのいじめを心配して支援学級を選んだり、高等部からだと定員枠に入れないとの不安に駆られて中等部から支援学校に通わせたりする親もいる」と荒川教授は指摘する。

　支援教育の充実を求める親や教職員でつくる「豊かな障害児教育の実現をめざす会」の役員、土方功さん（５７）によると、親が支援教育を求めるのは、１０人にも満たない少人数学級や、個々の障害や程度に応じたきめ細かな指導に期待を寄せているからだ。さらに、支援学校では農作業や食品加工などの作業経験による就労支援があるのも魅力に感じるという。

　（佐藤恵子）

　◆キーワード
　＜特別支援教育＞　幼稚園から高校にあたる「特別支援学校」は視覚・聴覚・知的の各障害▽肢体不自由▽病弱などが対象。小中学校に設置される「特別支援学級」や一部の授業だけ支援教育を受ける「通級指導」は、知的・言語・情緒の各障害▽弱視▽難聴▽病弱▽自閉症▽学習障害▽注意欠陥・多動性障害など。複数の障害を持つ子に適切に対応できるように、２００７年から盲、ろう、養護学校が特別支援学校に一本化され、小中の特殊学級も特別支援学級になった。

http://digital.asahi.com/articles/DA3S11448275.html?iref=comkiji_txt_end_s_kjid_DA3S11448275
・（社説）無戸籍の人　救済の手立てを尽くせ（11月11日）
　戸籍がない人が全国に少なくても２７９人いる。法務省が先月、初めて明らかにした。

　さまざまな事情で、親が子どもの出生を届け出られなかったことによるものだ。

　個人情報保護を理由に報告を控えている自治体も多い。戸籍がない人に自治体の裁量で住民票をつくったケースが年平均で５００件以上あり、氷山の一角とみた方がいいだろう。

　戸籍がなくても、自治体がその人の存在を把握している限り学校に通う、予防接種を受けるといった公的サービスは利用できる。一方で、旅券の取得は難しく、就職、結婚など人生のさまざまな場面で不便や混乱が生じるのは否めない。子どもの存在が隠され、虐待につながる可能性もある。国や自治体は、実態の把握と対策を急ぐべきだ。

　出生届を出すことをためらわせる最も大きな要因は、生まれた子どもの父を、母の妊娠時の結婚相手だとみなす民法の規定である。

　母が法的な夫以外の男性との子どもをもうければ、出生届を出すと戸籍上は夫の子になる。

　結婚生活が破綻（はたん）した場合、離婚した上で新しいパートナーと新生活を始められればそれにこしたことはない。だが、実際には夫の家庭内暴力（ＤＶ）から逃げていたり、離婚手続きがなかなか進まなかったりするなど、ままならない状況もある。父を早く確定することで子の保護を図るための規定が、無戸籍を生むジレンマがあるのだ。

　いったん夫の子として戸籍を作った上で、家裁で父子関係を断つ手続きを進める選択肢があるが、夫の協力が必要で、現実的でないケースもあるだろう。

　ここは、実態に沿って父親を確定できるしくみを考えたい。

　まずは生まれた子の存在を公的に確認することを最優先し、父親の欄を空けた状態で出生届を受け付けられないか。

　また、いまは夫は出生を知ってから１年間、父親であることを否認できる。これを子や母からも可能にし、子どもが成長してからでもできるよう、期間も延長することを検討すべきだ。

　成人しても無戸籍状態の人がいる状況も浮かんでいる。

　９月には３２歳の無戸籍の女性が家裁に申し立てた結果、母の元夫を父親としない戸籍ができた。時がたつほど母や実父の死などで立証は難しくなるが、家裁は救済を重視した判断を重ねてほしい。

　兵庫県

 HYPERLINK "http://www.asahi.com/topics/word/%E6%98%8E%E7%9F%B3%E5%B8%82.html" \o "明石市のトピックスを開く" 明石市は無戸籍で学校に行けなかった人向けの教室を始めた。失ったものを少しでも取り戻す助けとして広めたい。

http://digital.asahi.com/articles/DA3S11448098.html?iref=comkiji_txt_end_s_kjid_DA3S11448098
・半年調査しても不明の子１４１人　２６８４人は所在判明（11月13日）
　行政が居住実態をつかめない１８歳未満の「所在不明の子」について、厚生労働省は１３日、１０月２０日時点で１４１人いたとの調査結果を公表した。５月１日時点の中間集計では約２９００人いたが、各自治体が追跡調査を進めた結果、大幅に減少した。

誰も知らない子どもたち

所在不明だった横浜市の女児の死体遺棄事件などを受け、全国の市区町村を対象に調査を実施した。所在が把握できなかった１４１人のうち、国内にいる可能性があるのは６９人。近況や安否がわからない子も多いが、近所や親族の情報、健診の未受診などから虐待が生じる可能性があると自治体が判断した子が４人含まれている。

　ほかは海外に出国した可能性があったり、東京入国管理局に出国状況を確認中だったりする子どもだという。

　１４１人の性別は男の子７５人、女の子６６人。年齢は０～１７歳で、未就学児が６１人と４割を占めた。所在不明の子は２２都道府県にいて、大阪が最も多く２７人だった。ほかに兵庫（２６人）、神奈川（１６人）、東京（１４人）が２けただった。

　調査は４月に開始した。各自治体が確認を進め、不明児の数は５月１日時点の２９０８人から、９月１日時点で２２４人、１０月２０日時点で１４１人に減った。

　９月１日までに安否が確認できた２６８４人のうち、海外への出国が確認できた子が１１５１人いた。また１２１１人は、同じ市区町村内で母子保健の担当部署や学校、保育所、児童相談所などが持つ情報をやりとりした結果、居場所の手がかりがつかめたという。所在が確認できた子のうち、家庭環境などから９１人は虐待が起こる可能性があったとみられる。

　１４１人については引き続き所在調査を進めるが、保護者や親族らへの接触が難しいなど手がかりが乏しい子も少なくない。二重国籍で日本名と外国名を持つ子などは出国の確認がしにくいなどの課題も浮上しているという。配偶者からの暴力（ＤＶ）などで住民票を移さないまま転居して別の自治体で福祉支援などを利用している例もあることから、厚労省は、自治体間の情報共有を進めてさらに確認を徹底する方針だ。（畑山敦子）

http://digital.asahi.com/articles/ASGCD6RD1GCDUTFL00F.html?iref=comkiji_txt_end_s_kjid_ASGCD6RD1GCDUTFL00F
・（インタビュー）福島のお母さんの心　精神科医・福島学院大学教授の香山雪彦さん（11月13日）
　東京電力の原発事故発生から３年８カ月がたった福島。お母さんたちが子育てや生活の悩み、不安を、気軽に口に出すことが難しくなっているという。その背景を母親たちの心に向き合っている精神科医、香山雪彦さんに聞いた。九州電力

 HYPERLINK "http://www.asahi.com/topics/word/%E5%B7%9D%E5%86%85%E5%8E%9F%E7%99%BA.html" \o "川内原発のトピックスを開く" 川内原発の再稼働が決まったいま、大事故に見舞われた福島の声に改めて耳を傾けてみよう。

　《福島市内の３～６歳の幼児の母親約２５０人を対象にしたアンケートの結果、４人に１人にあたる２４％は抑うつ傾向が強いという結果が出た。香山さんや佐々木美恵さん（現埼玉学園大学講師）たちが、昨年末から今年１月にかけて実施した。》

　――福島のお母さんの抑うつ傾向が数字で示されたことになります。

　「通常、日本のこうした調査での抑うつ傾向の割合は約１５％です。被曝（ひばく）による子どもの健康への影響を懸念する人ほど、その傾向は強い。放射線の問題の受け止め方に周囲との温度差を感じることが、抑うつをもたらしていることも分かりました」

　――福島市は原発から数十キロ離れており、避難指示も出ていません。

　「福島市で普通に生活していれば、原発事故後の追加被曝線量は、年間１ミリシーベルトに達しない状態になっています。これは、原発事故とは関係なく、自然に被曝する年間線量の半分以下です。それでも不安を感じる人はいます」

　「不安には個人差があります。福島産の食べものは怖いから子どもには食べさせないし外遊びを制限する人もいれば、食品は気になるけれど外遊びは気にならない人もいる。どちらも気にならない人もいます」

　――不安の個人差が周囲との温度差につながるわけですね。

　「保育園への通園途中の被曝が心配だから車で送って行ったら神経質だと思われないか、子どもに福島県産の食品を食べさせたら無神経だと思われないか……。被曝への不安の差は、日常生活で周りの人との行動の違いとなって現れます。それが孤立感や不安につながり、抑うつの原因となるのです」

　「夫婦や親子間でも被曝に対する温度差があり、避難への考えも違います。それが原因でぎくしゃくしたり、離婚したりする夫婦もいます」

　――私も福島市に住んでいます。最近、被曝があまり話題にのぼらなくなった、気にならなくなったからだろうかと考えていました。

　「福島市内のある保育園はこの夏、毎年開いていた放射線の専門家によるミニ講演会の中止を考えました。被曝を話題にする保護者がほとんどいなくなったためですが、意向を確認するためにアンケートをしたら、意外にも大半の保護者が講演を聞きたいと答えたそうです」

　「転んでできた傷口から被曝しないか。砂場の土がついたおもちゃをなめたが大丈夫か。そして、このまま福島市で育て続けて大丈夫か。そんな質問を専門家に尋ねたいという希望が寄せられたそうです」

　――では、なぜ被曝があまり口にされなくなったのでしょうか？

　「多くの人は自分なりに被曝と折り合いをつけて生活していますので、あえて被曝を話題にしなくなっている面はあります。しかしそれ以上に、事故から時間が経つにつれ、被曝を話題にできなくなっているというのが実態に近いと思います」

　「自分の被曝への対応が他の人と違うと、変な人だと思われないか、という不安が一因です。被曝を口にするだけで、いまだに被曝を気にする神経質な人だと思われるんじゃないかと、心配する人もいます」

　「話す相手の体験がわからない場合も口が重くなってしまいます。福島市から他県に子どもと自主避難した人が、知らない土地での苦労を打ち明けたいとします。でも、もし話そうとする相手が避難指示区域出身で自宅に戻れない人だったら、申し訳ない。そんな風にあれこれ考えると話せなくなってしまうのです」

　――自分の体験談は、県民同士より県外の人に話す方が気が楽だという話を聞いたことがあります。

　「震災後半年ぐらいまでは違いました。県民同士、事故直後にどんな怖い思いをしたかなど、お互いの苦労話を純粋に共感しあって聞くことができました。時間が経つにつれ、自宅の場所や家庭の経済力などにより生活に差が出てきて、共感しあえなくなり、県民が分断されている」

　「東京電力の慰謝料も格差の原因となっています。避難指示区域の住民には１人月１０万円支払われます。４人家族なら月４０万円です。それを面白く思わない人もいて、避難指示区域の住民が住む仮設住宅に中傷のビラが投げ込まれたり、福島市内を走る原発周辺のナンバーの車が後続車からクラクションを鳴らされたりする事態まで起こっています」

　「プライベートな問題全般を話しづらい雰囲気になっている。表面的には福島県民の生活は落ち着いてきたようにみえますが、同郷の人たちのきずなも深いところで傷を負い、共有できる価値観や話題を見いだせなくなっているように思います」

　――被曝への不安が残り、一人ひとり温度差がある。県民同士の分断もある。状況を、少しでも改善する手立てはないものでしょうか？

　「事故当初は、私たち医師も含め大半の県民は放射線についてほとんど何も知らなかった。ですから放射線の専門家が大勢の聴衆に話をする講演会が有益でした。しかし今は、被曝の問題は個別化している。講演会で最大公約数的な話をしても、不安解消には役に立ちません。それよりも、専門家がごく少人数の県民と顔のよく見える形でひざ詰め集会を開いた方が効果的だと思います」

　　　　　＊

　《大学での授業や診療の一方で、香山さんは摂食障害の人たちの自助グループの支援を２０年間以上続けている。その大きな柱は患者との面談や、家族も含めたグループミーティング、つまり語らいである。》

　「グループミーティングの体験から考えると、専門家が一方的に話すのではなく、不安を持っている参加者の体験や心配ごとなどを、できる限り話してもらうことが大切です。体験を話すだけで、話した本人の気持ちは多少は楽になります。似た体験をした人がいれば、共感しあえることで、救われます」

　――少人数の会合を地道に開くことが結局は早道ということですか？

　「そうです。ただ、大前提は、放射線の専門家や医療従事者ら支援する人と、会合に参加する県民との間の信頼関係です。信頼が無ければ話を聞いてもらえませんし、本音を話してくれません」

　「専門家や支援者は、相手を丸ごと受け入れ、いつも相手の味方である、という姿勢をとり続けることが大切です。科学的には健康に影響はないはずの被曝でも不安な人はいます。それを『科学的ではない』と否定しても、相手の不信感を招くだけです。科学的な知見について説明はしつつ、それとは関係なく、相手の人格や人生を受け入れる姿勢がぶれてはいけません」

　　　　　＊

　《福島市のお母さんたちへのアンケートでは、この状況で子育てをする上で「何が支えになっているのか」も尋ねた。自分の子どもの存在を支えにして生きてきたという人が最も多く、４段階評価で３・７６ポイント。その次が自分の母親、夫、友人と続き、一番評価が低かったのは国や県、市町村。２・２５ポイントだった。》

　「子育てには様々な悩みがあるけれど、子どもの存在自体に励まされて、この不安の中でも、生きる力になるんですね。国や県などの評価が低い原因は調査していませんが、事故直後に発言が二転三転したり、対応策が後手に回ったりしたことが影響しているのかもしれません」

　「国の川内原発などへの対応をみていると、再稼働の必要性や安全性ばかりが強調され、万が一、事故が起きた時にどうやって住民を放射能から守るのかがよく分かりません。再稼働を懸念する人たちにも心を配っている姿勢をはっきり示さなければ住民の信頼を得るのは難しい。信頼というものが私たちの社会でどれだけ重いものか、私は日々の診療の中で感じています。福島原発事故でそれが痛いほど分かりました」

　　　　　◇

　かやまゆきひこ　４５年生まれ。山口大学医学部卒。８７年、福島県立医大教授（神経生理学）。９２年から摂食障害の自助グループ活動に携わる。２０１１年から現職。

　■事故後の行動、住民から聞き取りを　ロシア放射線衛生研究所教授のミハイル・バロノフさん

　私は１９８６年のチェルノブイリ

 HYPERLINK "http://www.asahi.com/special/energy/" \o "原発事故のトピックスを開く" 原発事故直後から、現地の人々の放射線被曝管理に携わりました。福島にも何度も来ています。東京電力福島第一原発事故の影響について、世界の１００人以上の科学者がまとめた国連科学委員会の報告書（今年４月発表）では、住民被曝を調べるグループ責任者を務めました。福島県民の甲状腺被曝線量はチェルノブイリに比べ１桁も２桁も少なかったというのが報告書の結論です。

　ただし、報告した数値はあくまで平均値であることに注意する必要があります。実際にはこれより少ない人もいれば多い人もいるでしょう。しかも、数値には不確実性が残ります。福島では甲状腺被曝の実測値はわずかしかありませんでしたので、環境や食品に残っている放射性物質の濃度などから、推計せざるを得なかったからです。

　チェルノブイリでは少なくとも約３万５千人の甲状腺被曝線量の実測値がありました。線量計測とは別に、多数の研究者が何カ月も動員され、聞き取り調査も実施しました。このうち約２万５千人についてはいまも甲状腺検査を継続しています。

　一方、福島では甲状腺の実測値が千人程度しかありません。実測値に代わる推測値をより実態に近づけるには、原発周辺住民の詳細な行動の聞き取り調査が重要です。事故直後にどこにいて、どんな被曝防護策をとったか、何を食べたかなどを、詳細に尋ねる。事故から３年半以上たち、記憶は薄れている。特に甲状腺被曝の健康への影響が出やすい子どもたちには、これからでもいいから早急に行うべきです。

　福島県では、これまでに甲状腺検査を受けた約３０万人のうち約１００人が甲状腺がん、またはがんの疑いと診断されました。ドイツの研究などで、症状のない人の甲状腺を網羅的に調べると、福島と同じような頻度でがんが見つかるとわかってきました。いま福島で見つかっている甲状腺がんは、被曝の影響ではなく、無症状の人を網羅的に調べたために見つかっていると言えます。

　ただし、甲状腺被曝線量に不確実さが残ることを考えれば、福島では今後も甲状腺検査を継続するべきです。被曝とがん発生との因果関係を解明するには、被曝線量とがん発生との相関関係を調べる必要があります。そのためにも、被曝線量の推計値を実態に少しでも近くするための努力が不可欠です。（聞き手・大岩ゆり）

　　　　　◇

　Ｍｉｋｈａｉｌ　Ｂａｌｏｎｏｖ　４４年生まれ。チェルノブイリで住民の被曝調査に関わる。ＷＨＯなどがまとめた「事故後２０年報告」責任者。

http://digital.asahi.com/articles/DA3S11452230.html?iref=comkiji_txt_end_s_kjid_DA3S11452230
・神奈川）ネット機器利用、高校生４割が１日５時間以上（11月13日）
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　高校生の約４割が１日５時間以上、インターネットに接続できる端末を使っている――。県と横浜、川崎、相模原の３政令指定市が初めて共同で調査し、県内の小中高生のネット利用の実態が明らかになった。ネットを長時間利用する子は「朝食を食べない」「睡眠時間が短い」といった生活習慣の傾向も現れた。

　今年６～７月、３市の小学校５、６年生と中学生、県立高校生を抽出して調査し、１万３２５１人が回答した。

　その結果によると、ゲーム機やスマートフォン、パソコン、携帯音楽プレーヤーなど、ネットに接続できる何らかの情報通信機器を９６・６％の子どもが使っていることがわかった。最も所持率が高いのがゲーム機で５９・８％。スマートフォンは小学生が２９・１％、中学生で５０・８％、高校生では９０・２％が使っていた。

　ネットに接続できる端末を持っている子どもに総利用時間を尋ねると、高校生の４０・２％、中学生の２１・８％が１日に５時間以上と答えた。

　生活習慣と利用時間の関係も調べた。１日の平均睡眠時間が５時間未満と答えた子どものうち、端末を３時間以上使っている子が７３・４％を占めた。また、家族と朝食をとる子の６４・１％が端末利用が３時間未満だったのに対し、朝食を食べない子の６９・７％が３時間以上使っていた。

　ネットの危険性については、９３・７％の子どもが「個人情報の流出」「友達とのトラブルやいじめ」などを「怖い」と認識。有害サイトへのアクセス制限サービス（フィルタリング）を使っているのは５８・８％にとどまった。

　横浜市教育委員会の担当者は「ネット利用について家庭でルールを作るなど、親子で話し合うことが大事。フィルタリング機能などの知識や理解を保護者に深めてもらうよう、学校や教育委員会も取り組んでいかなければいけない」と話している。（神宮桃子）

http://digital.asahi.com/articles/ASGBS0CLTGBRULOB02F.html?iref=comkiji_txt_end_s_kjid_ASGBS0CLTGBRULOB02F
・親の居場所づくり　虐待防止には必要（11月13日）　　
　１１月の「児童虐待防止推進月間」にあわせ、県は大阪２児置き去り死事件を取材したルポライターの杉山春さん（５６）を招き、津市内で講演会を開いた。福祉関係や学校関係の約１３０人が参加した。

　杉山さんは１９９６年、満蒙開拓団の妻たちを描いた著書「満州女塾」（新潮社）を発表。過酷な引き揚げで女性が性を使って生き延びたことや「子どもに死んでほしかった」との証言を挙げ、「女性が追い詰められない仕組みが必要だ」と感じた。

　その後は、愛知県

 HYPERLINK "http://www.asahi.com/topics/word/%E6%AD%A6%E8%B1%8A%E7%94%BA.html" \o "武豊町のトピックスを開く" 武豊町で両親が３歳児を段ボールに閉じ込めて餓死させた事件や、大阪市で母親が５０日間、２児を置き去りにした事件を取材した。

　大阪の事件の母親は自分に応えてくれる大人がいない環境で育ち、結婚して２人の子どもを持っても「自尊感情が乏しく、反論や拒絶ができず離婚してしまった」と杉山さんは話した。

　貧困にも注目し、「２０代の母子家庭の８割は貧困。母は追い詰められ、子どもは困難な状況で育っている。事件の母親を懲役３０年にしても何も解決しない」と訴えた。そして「若い人が『世界は信じられる』と感じることが大事。否定されることに慣れた彼らの居場所づくりが問われている」と呼びかけた。

http://digital.asahi.com/articles/CMTW1411132500004.html?iref=comkiji_txt_end_s_kjid_CMTW1411132500004
・収入とやりがい、学生に　養護施設出身者に「仕事」提供　公益法人と企業タッグ
(11月13日)
　勉強やアルバイトに追われる児童養護施設出身の学生を支援しようと、企業と公益法人が連携して学生に仕事を提供する取り組みを始めた。経済的な事情などで中退率が高い児童養護施設出身者にとっては、将来につながる経験を積むことでやりがいと収入がともに得られ、自立につながる機会となりそうだ。

　東京都内の私立大夜間部に通う２年の久波孝典さん（２１）は、今年４月から週５日、昼間の５時間、被災地や経済的に厳しい家庭の子を支援する公益社団法人「チャンス・フォー・チルドレン」（本部・兵庫県

 HYPERLINK "http://www.asahi.com/topics/word/%E8%A5%BF%E5%AE%AE%E5%B8%82.html" \o "西宮市のトピックスを開く" 西宮市）の東京事務局でインターンとして働く。広報担当として募金活動の企画や寄付金集めなどを担い、月１３万円の報酬を得る。

　久波さんのインターンシップは、関心ある分野のインターンなどを経験する余裕のない施設出身の学生に、報酬を支払いながら将来につながる仕事を経験してもらうのが狙い。独ソフトウェア大手の日本法人「ＳＡＰジャパン」（東京都

 HYPERLINK "http://www.asahi.com/topics/word/%E5%8D%83%E4%BB%A3%E7%94%B0%E5%8C%BA.html" \o "千代田区のトピックスを開く" 千代田区）が、同社団法人に寄付金を提供することで資金面を支える。同社と同社団法人が協力し、今年度から始めた。厳しい境遇にある学生の自立を支援するモデルケースとしての試みで、うまくいけば今後、広めていきたい考えだ。

　

　■頼れる親戚なし

　久波さんは小２で父を亡くし母子家庭で育ったが、小５の時、都内の児童養護施設に入所した。高校卒業までいた施設ではのびのびと育てられ、友人もでき、快適だった。高校時代は「施設に恩返しがしたい」と、大学に進学して施設職員になるつもりだった。

　だが、学費や生活費を奨学金やアルバイトで賄えるのか不安が募った。施設入所後は母と連絡を取っておらず、頼れる親戚もなかった。自分が施設職員に向いているのかも自信が持てなくなり、受験せずに高校を卒業。施設を出て自立援助ホームで暮らしながらアルバイトで生計を立てた。

　翌年２月、「やはり進学して、厳しい環境に置かれた子の役に立つ仕事がしたい」と思い直し、社会福祉を学べて学費の安い私大の夜間部を受験。１カ月間の猛勉強で合格した。

　１年目は３種類の奨学金とアルバイト代を合わせ、月約２０万円の収入があったが、住居費や生活費、学費を払うとほとんど残らなかった。勉強とアルバイトで精いっぱい。「コンビニのバイトを頑張っても将来の仕事への思いが深まることはなく、ほかの学生のようにいろいろな活動に挑戦する時間もなかった」

　半年ほどして、退所した施設の紹介で、ＳＡＰジャパンで約３カ月間のインターンシップを受けることになった。週３日６時間、同社の被災地支援の企画などを手伝い、時給をもらいながら働いた。児童福祉に関心があることを話すと、ＮＰＯ代表やＣＳＲ（企業の社会的責任）担当者など、その分野に関わりのある人たちに引き合わせてくれた。その時に紹介されたチャンス・フォー・チルドレンの今井悠介代表理事（２８）から、現在の仕事に誘われた。

　■今後の拡大期待

　「今の仕事は貧困世帯や被災地の子の支援に携わることができ、将来やりたい仕事に近いのでやる気も出ます。経済的にも助かり、とてもありがたい」と久波さん。現在はインターンの報酬１３万円と４種類の奨学金で月約２５万円の収入がある。将来に備えた貯金も少しずつできそうだ。「こうしたモデルが広がれば、施設出身の学生も、将来の目的を持って頑張れる機会が増えると思う」と話す。

　■高い中退率、重い経済要因

　児童養護施設の子どもの多くは高校卒業時に退所する。巣立つ子の自立支援をするＮＰＯ法人「ブリッジフォースマイル」（東京都

 HYPERLINK "http://www.asahi.com/topics/word/%E5%8D%83%E4%BB%A3%E7%94%B0%E5%8C%BA.html" \o "千代田区のトピックスを開く" 千代田区）が昨年６月、全国５８８施設の退所者の状況を聞き、１５６施設から回答を得た。昨年３月の退所者のうち、大学・短大や専門学校に進学した割合は２３・１％で、同年の全国の高校卒業者の進学率７０・２％（文部科学省調べ）の３分の１にも満たなかった。施設退所者は中退率も高く、進学２年目の退所者の２２・６％が中退していた。

　同法人が一昨年、中退理由を調べたところ、「経済的事情」（２４・７％）が最多で、「精神的不調・負担」（１８・２％）、「進路変更」（１５・６％）、「アルバイトとの両立」（同）と続いた。林恵子代表（４０）は、「施設出身の学生は、学業とアルバイトの時間のやり繰りや、お金のやり繰りに苦労している。疲れ果て気力が続かなくなる子もいる。退所後も自立に向けた支援を継続する仕組みが必要だ」と話す。

　（斉藤純江）

http://digital.asahi.com/articles/DA3S11454124.html?iref=comkiji_txt_end_s_kjid_DA3S11454124
・自治体間の連携カギに　所在不明の子、なお１４１人（11月14日）
　居住実態を把握できない１８歳未満の「所在不明の子」の初めての調査が全国で進んでいるが、１０月２０日時点でなお１４１人の所在がつかめていない。配偶者による暴力（ＤＶ）から逃れるため親が住民票を残して転居したケースなど、追跡が難しい子どもをいかに確認するかが課題となっている。

　厚生労働省が１３日、全国を対象にした調査結果を公表した。乳幼児健診を受けていなかったり、学校に通っていなかったりする所在不明の子の数は、確認が進んで５月１日時点の約２９００人から大幅に減った。しかし２２都道府県の１４１人が不明のままだ。

　海外に出国したとみられる子どもも多く、国内にいるとみられるのは６９人。虐待の可能性があるとされる子は４人いて、うち３人は自治体が警察に相談している。未就学児が６１人と４割を占めた。所在がわかった子どもの半数近くは、同じ市区町村内で母子保健の担当部署や学校、児童相談所（児相）などが手持ちの情報をつきあわせたことで、発見につながった。

　所在確認が難しいのは、（１）日本名と外国名を持つ二重国籍の子が外国名で海外に出国した（２）ＤＶから逃れるため、住民票を前の自治体に残したまま行き先を告げずに別の自治体に転居した、などの場合だという。

　（２）のケースの所在確認を進めるため、厚労省は、総務省と文部科学省と一緒に、新たな通知を自治体に出す方針だ。住民票を移さずに転居してきた子どもが学校に通うなどしていたら、住民票が残っている元の自治体に通知するよう求める内容だ。保護者の同意が条件となる。

　これに対し、ＮＰＯ法人「子ども虐待ネグレクト防止ネットワーク」の山田不二子理事長は１３日に厚生労働省で会見し、「ＤＶ被害の場合、自治体間の情報のやりとりを恐れる人もいる」と指摘した。居場所が漏れるかもしれないとの不安が消えないためだ。このため、各自治体の情報を国が集約し、自治体同士が直接接触せずに安否確認できるような仕組み作りを提言した。（畑山敦子、田中陽子）

　■都道府県別の所在不明の子の数（１０月２０日時点）

北海道　　　　　１　茨城県　　　　　６　栃木県　　　　　２　埼玉県　　　　　５

千葉県　　　　　５　東京都　　　　１４　神奈川県　　　１６　長野県　　　　　２

岐阜県　　　　　５　愛知県　　　　　９　三重県　　　　　３　滋賀県　　　　　３

大阪府　　　　２７　兵庫県　　　　２６　和歌山県　　　　２　岡山県　　　　　１

山口県　　　　　３　徳島県　　　　　１　高知県　　　　　２　福岡県　　　　　５

熊本県　　　　　１沖縄県　　　　　２

－－－－－－－－－

合計（人）　１４１

http://digital.asahi.com/articles/DA3S11454344.html?iref=comkiji_txt_end_s_kjid_DA3S11454344
・（フロントランナー）大木聖子さん　「大切な人を思って、一人ひとりが生き残ってほしい」（11月 15日）
　――防災授業、子どもたちは大はしゃぎですね。

　「楽しい」がコンセプト。楽しければ子どもは行動に移します。

　――従来の避難訓練を変えるとは、どういうことですか。

　サイレンが鳴って「机の下に入りましょう」と放送が流れ、校庭に避難するのが今までの訓練。でも実際の地震は教室にいる時に起こるとは限らない。私自身、小学生だった１９８７年に都内で千葉県東方沖地震を経験しました。体育の時間で跳び箱を運んでいた時に大きな揺れが来て、どうすればいいか分からなかった。子どもが自分で危険を判断して身を守る行動をしなければいけません。

　――具体的にはどうしますか。

　まず１時限を使って事前学習をします。身の回りの危険を考え、三つの「ない」を探す。地震では、上や横から物が「倒れてこない、落ちてこない、移動してこない」場所なら死なない。その後、緊急地震速報の音を流し、とっさに身を守る短い訓練をします。

　あとは、音楽や家庭科など特別教室での授業中や掃除、給食の時間などに１０分程度の避難訓練を３日に分けて繰り返す。何度も体を動かすと、机の上の給食の皿より天井のエアコンの方が危険だと子どもは自分で判断できるようになります。意義を理解してもらえるよう、先生への研修もやります。　

　■人に興味がある

　――阪神大震災をきっかけに地震学者を志したのですね。

　生き物が好きで、子どもの頃は生態学者になりたいと思っていました。でも、震災の日、東京の家で自分は熱々の夕食をとりながらニュースを見ていたのに、テレビの向こうで、食べ物もなく、家族を捜して泣き叫んでいる被災者の姿に衝撃を受けた。その晩に「地震学者になる」と決めました。

　高校３年の時の担任の先生に、「お前は人に興味があるから地震学者は無理だ」と言われたことがあります。結局、その折衷案のような仕事に落ち着いたのだから、先生は正しかったと思います。

　――専門用語をほとんど使わずに地震の話をしますね。

　分かってもらえるように話すことは昔から嫌いじゃありません。大学院ではテコンドー道場に通っていて、勉強嫌いの男の子たちに地震の話をしました。専門以外の人と触れる機会が多かったことも今に通じているかもしれません。

　――ネットメディアに「美人すぎる地震学者」と取り上げられました。メディアは女性研究者を外見でもてはやします。

　地震・火山分野の研究に進む女性は少なかったので、大学院の時から「女子が来た」とよく言われました。自分ではあまり気にしていませんでしたが、「大学の先生＝白衣のおじさん」という世間のイメージと違ったので、インパクトがあったのかもしれません。

　ただ、女性を強調したテレビ出演などの依頼は、お断りしていました。カメラの向こうに地震で大切な人を失った人がいることを、いつも忘れないようにしています。これは、男だったとしても変わらない自分なりの一線です。　

　■世が求める地震学

　――講演では家具の配置や避難所のトイレ事情まで話しますね。

　アウトリーチを始めた頃は理学へのプライドがあって、「防災のお姉さん」にはなりたくないと思っていました。でも、一般の人や友人からは、予知はできるか、防災グッズは何が必要か、家具はどう止めたらいいか、と聞かれる。求められるままに知識を吸収して、今の形になりました。

　世の中が求める地震学と、学問としての地震学の間には大きなギャップがあります。そこを埋めたい。「社会地震学」みたいに、みんなが知りたいことに応える地震学を作りたいです。

　――防災教育の分野では、群馬大の片田敏孝教授や、京都大の矢守克也教授など、工学や心理学の立場で取り組む先駆者がいます。

　「命を助ける」ことを中心に置いて活動する、尊敬する研究者の方々です。今夏には矢守研究室などと合同合宿も行いました。防災は学際的な分野で、多様性が必要です。心理、建築、工、教育など色々な武器を持った人が取り組むことで、すき間を埋めていけるのだと思います。「子どもに伝えるプロ」である学校現場の先生たちも、私にとって最高の仲間です。

　――防災行動の大切さはわかっても、なかなか実践できません。

　「知識があっても行動に移さなければ意味が無い」と東日本大震災後に切実に感じました。毎年、慶応大の授業で、学生に自分ができる地震対策を書かせています。ＬＥＤライトを買う、ハザードマップを確認するなどと書いた約５０人の学生に翌週確認すると、実際にその通りに行動した人は２人くらいしかいない。ではなぜ、その２人は行動できたか。聞けば、親が買った防災グッズが家にあったなど、外的な要因がありました。人が行動に移すためのファクターを探すのが今の研究テーマです。

　――何か見えてきましたか。

　「大切な人」の存在がファクターになると強く感じています。私自身、家族が増えることでより実感しています。あの「つわり」を乗り越えて生まれてきた命なのだから、どんな命も無駄にしてほしくない。大切な人を思って、一人ひとりが生き残ってほしいのです。

　■プロフィル

　★１９７８年大阪生まれ。東京都

 HYPERLINK "http://www.asahi.com/topics/word/%E8%B6%B3%E7%AB%8B%E5%8C%BA.html" \o "足立区のトピックスを開く" 足立区で育つ。建築業の父と専業主婦の母の次女で祖父は宮大工。名前には「耳から聞いたことを言葉にできるように」との両親の思いが込められた。

　★生き物が好きで、生き物に囲まれて育つ。中学２年の時、母親にもらった『教室ではおしえない地球のはなし』（島村英紀著）を読み、地球に興味を抱く。

　★２００１年北海道大卒。０６年、東大大学院で理学博士号を取得。

　★１３年、平安時代の貞観地震などを研究する産業技術総合研究所の宍倉正展さん（４５）と結婚。「地震や津波で死者を出さない」と志を一に。初デートは立川断層での地形観察、新婚旅行は宮古島で津波石を見た。「正しいと思ったら絶対に引かない、エキセントリックな女性」と宍倉さん。

　★東大地震研で広報の担当室長だった纐纈（こうけつ）一起教授（５８）は「実践者である前に研究者であることも考えて」と厳しい一言も。「でも、現場の先生とよく話し合って今の形にたどり着いたのは、彼女らしさかな」

　★著書に『地球の声に耳をすませて』（くもん出版）など。

http://digital.asahi.com/articles/DA3S11452920.html?iref=comkiji_txt_end_s_kjid_DA3S11452920
・兵庫）尾木ママ「ＬＩＮＥ上手に使って」　中学校で授業（11月15日）
　「尾木ママ」こと教育評論家で法政大学教授の尾木直樹さん（６７）が１４日、宝塚市立南ひばりガ丘中学校の体育館で、全校生徒約５６０人に授業をした。

　著名人が学校で授業をする「オーサー・ビジット」（朝日新聞社、ベルマーク教育助成財団主催）の一環。

　この日のテーマは、無料通信アプリのＬＩＮＥ（ライン）の危険性。尾木さんはオネエ言葉で生徒の心をつかみながら、「ネット依存の高校生が６０％に上るとの国の調査結果がある。ラインで２４時間つながっていて一人の時間がないと自分と向き合えず自我が形成されません」と指摘した。

　「ラインで自分の悪口を書かれていないか心配する生徒が多い。ラインを使う場合は自分の部屋でなく、リビングに限るなど家庭でルールを決める。人の悪口は書き込まない。私の大学の教室ではラインは連絡のみに限定し、議論はしません。返事が必要な時は『返信して』と書く。上手に使ってね」と助言した。

　南ひばりガ丘中は、生徒会がオーサー・ビジットの応募に必要な３万点分のベルマークを集め、尾木さんの授業を実現した。

　生徒会長の３年、椋本祐輔君（１５）は「ラインに頼る必要がないくらい友達と顔を合わせて対話することの大切さを、尾木先生から学びました」と笑顔で話した。（鈴木裕）

http://digital.asahi.com/articles/ASGCG52RSGCGPIHB01X.html?iref=comkiji_txt_end_s_kjid_ASGCG52RSGCGPIHB01X
・（男が生きる　女が生きる）性は男と女だけじゃない　「らしさって？」記事に反響（11月16日）
　２、３日に掲載した「男／女が生きる」シリーズの「らしさって？」。ありのままに生きることを阻まれる性的少数者

 HYPERLINK "http://www.asahi.com/topics/word/ＬＧＢＴ.html" \o "ＬＧＢＴのトピックスを開く" ＬＧＢＴや、「男らしさ」に縛られる男たちを取り上げたことに、多くの反響が寄せられました。さらに取材を進め、ひとくくりにできない多様な性について考えました。

　「カミングアウト（公言）し、こういう記事を書かなくてはと思いますが、勇気がなくて」。メールをくれた２０代の新聞記者は「オシャレな男」に見えた。

　体は男だが、心は女。心と体の性が一致しないトランスジェンダーだ。中３の時、女として男を好きになる自分に気づいた。

　自分は女だという意識ははっきりしているが、手術で体を変えたり、スカートをはいたりしたいわけではない。外見は男で通せるので、誰にもカミングアウトしたことはない。

　同僚がＬＧＢＴを取材していても無関心を装う。「『隠れＬＧＢＴ』はたくさんいます」

　もっと多様な性を知ってほしい――。寄せられたメールや手紙の中には、男または女と自分では認識していないＸジェンダー、恋愛感情や性的な指向が誰にも向かないアセクシュアルなどの人たちもいた。

　東京都内の公務員（３５）の場合、自分は男でも女でもないと感じる。戸籍上の性別は女だが、幼い頃から「俺」と自称し、スカートは嫌い。好きになるのは女だが、同性愛者といわれると違う。Ｘジェンダーの存在を知り、「やっと自分を『定義』できた」。

　首都圏の女子大に通う大学生（２３）はＸジェンダーでアセクシュアル。「敬愛の念」は抱くが、恋愛感情とは違う。性行為には拒絶感以上の「想定外」という感覚を抱き、いいなと思う人がいても踏み込めない。

　性のあり方は様々で、ＬＧＢＴの概念でもくくれない。明治大国際日本学部の横田雅弘教授（６１）は、感想で「誰も自分の性を選べない。授かった性を尊重できるか。多様な生き方をどれだけ認められるかが、グローバル化が進む日本社会の試金石だ」と指摘した。

　男の生きづらさをつづったメールもあった。

　「両親からは『男が涙を見せるな』、つき合った女性からは『車を運転できないなんて男じゃない』といわれた」。名古屋市の食品工場で働く男性（４０）は、記事を自分の過去と重ねた。「周りは僕をそれぞれが描く『男』にしたかっただけ」。そう考えられるようになったのは最近だ。

　■否定や強制はしないで

　多様性を認めて生きるとは、どういうことなのか。

　メールで子育ての経験を教えてくれたのは、都内の区役所に勤める真境名（まじきな）法子さん（５０）。次男として生まれた薫さん（２７）は幼少時から、可愛いものや女の子用の服を欲しがった。自分も押しつけられるのが大嫌いな法子さんは、本人の好みを尊重してきた。

　中学に入り、「おっぱいが欲しい」と明かされると、「かおちゃんは女の子だもんね」。胸につける「ニセ乳」を一緒に作ったこともある。

　「母の子どもでよかった」と薫さん。今、女から男に性別を変えた会社経営の山本ヒカルさん（３６）と暮らす。「戸惑っていい。でも否定や強制はダメ」。母から学んだことだ。（二階堂友紀、高橋末菜）

　■先入観なくなった　制服交換した生徒

　男女の制服を交換し、「らしさ」から離れてみる――。記事で紹介した山梨県立富士北稜高校の「セクスチェンジ・デー」が１１日にあった。最も身近な常識から離れた高校生たちに、記事の感想をたずねた。

　「らしさ」の意識にとらわれる男たちの姿に、３年の五味彼方（かなた）さんは「高校生の僕には『男らしさ』がプレッシャーになることはありません」。

　だが、小さい時に「男の子なんだから泣かないの」と言われたことを思い出す。「社会に出たり、家族を持ったりしたら、稼ぐことや家族を養うことに責任を強く感じるようになるのかもしれません」

　制服を取りかえたのは全校生徒７７０人中、女子１８２人、男子１１７人の計２９９人。体操着で登校後、制服に着替え、１日過ごした。３年の羽田優さんは「女子だから男子だからこうでなきゃ、という先入観はなくなった」。五味さんは「大人になって『らしさ』のプレッシャーにとらわれてしまう時にこそ、今日の体験が役に立つ」と語った。

　◇ご感想をｉｋｉｒｕ＠ａｓａｈｉ．ｃｏｍまでメールでお寄せください。ツイッターのアカウントは＠Ａｓａｈｉ＿Ｗｏ＿Ｍｅｎです。

　◆キーワード
　＜ＬＧＢＴ＞　レズビアン（女性同性愛者）、ゲイ（男性同性愛者）、バイセクシュアル（両性愛者）、トランスジェンダー（心と体の性が一致しない人）の総称。電通総研が国内の成人約７万人を対象にした調査では５・２％。国や人種に関係なく、人口の５％程度とされる。

http://digital.asahi.com/articles/DA3S11458172.html?_requesturl=articles%2FDA3S11458172.html&iref=comkiji_txt_end_s_kjid_DA3S11458172
・（Ｒｅライフ）聴き上手で心豊かに（11月16日）

　◇Ｒｅライフ　人生充実

　《残りの人生も２０～３０年ぐらいかもしれません。何とか充実したものにしたくて、今、この地点から人生の先輩方の話を聴かせてほしいです。　兵庫県

 HYPERLINK "http://www.asahi.com/topics/word/丹波市.html" \o "丹波市のトピックスを開く" 丹波市・門内和代さん（５３）》

　■お年寄りの話、気づきの宝庫　傾聴ボランティアを養成、鈴木絹英さん

　おじいちゃん、おばあちゃんの話は人生のストーリーの宝庫。「へえ」と驚いたり、感心したり、気づかされることも多いですよね。お年寄りなどの話し相手になる傾聴ボランティアを育成する活動をしているのですが、聴くという行為は、聴き手自身の人生も豊かにしてくれます。

　ただ、相手の話にじっくり耳を傾けることは案外、簡単ではありません。人は元来、おしゃべり。知らず知らずのうちに自分が主人公になろうとします。つい話の腰を折ったり、興味のあることだけ質問してしまったり。普段のコミュニケーションを振り返ってみて、そんな心当たりがありませんか。

　漫然と「聞く」のではなく、心を傾けて能動的に「聴く」のが傾聴です。そのように聴くことによって、多くの人は自分のことが認められたという喜びに包まれます。

　言い換えれば、傾聴とは人と優しく関わろうとする姿勢です。高齢者の話を聴く活動として広まった傾聴ですが、最近は、パートナーや子どもとの関係を良くしたいといった思いから関心を持つ人も増えています。

　聴くことは人間関係を作る基礎です。会話の善しあしを決めるのも実は話し方ではなく、聴き方なのです。家庭や仕事場など日常の様々な場面で、傾聴のノウハウを利用してみてください。

　　　　　＊

　すずき・きぬえ　１９４３年生まれ。ＮＰＯ法人ホールファミリーケア協会の理事長。著書に「新　傾聴ボランティアのすすめ」など。

　【１】老人ホームにて　生い立ちから苦労話まで

　さいたま市

 HYPERLINK "http://www.asahi.com/topics/word/岩槻区.html" \o "岩槻区のトピックスを開く" 岩槻区の特別養護老人ホーム「まごめ遊美（ゆうび）園」。入所者がくつろぐ広間にボランティア団体「あゆみ」のメンバー十数人が散って、傾聴活動が始まった。

　「自分はまだ耳もいいし、目もいい。歩くのも杖があれば何とか歩けますよ」

　「それはいいですねえ」

　「娘たちもここに会いに来てくれるし。でもね、息子を亡くしてるんですよ」

　「悲しかったですねえ」

　「でも、娘たちの存在が救いになりましたよ」

　生い立ちから苦労話まで、さまざまな会話が交わされ、穏やかな時間が流れる。

　この特養は月に２回、傾聴ボランティアを利用している。職員は「ボランティアの皆さんは年代が近く、じっくり話を聴く技術も持っている。若い介護スタッフとふれあう時とはまた違った雰囲気になります」と話す。

　ボランティアの細井裕子さん（６２）はデビューして３カ月。今月初め、前から気になっていた女性に呼び止められて、初めて話すことができた。認知症のような症状があり、意思疎通はスムーズにはいかない。それでも、以前のこわばった表情とは別人のような柔らかな表情だった。

　「ただそばにいただけでも、少しはお役に立てたのかな、と感じます」

　【２】しゃべりすぎない　親切心がおせっかいにも

　傾聴ボランティアとして活動するのに特別な資格は要らない。自治体などが開く養成講座を終えてサークルなどに登録し、実地で技術を磨き上げていくのが一般的だ。

　どんな聴き方なら話し手の心をほぐせるのだろう。逆に嫌な会話を思い浮かべると分かりやすい。考えを頭から否定されたり、話題を奪われたり。落ち込んでいる時の安易な慰めや「そのうち良いこともある」といった常套句（じょうとうく）も逆効果だ。人は、話をきちんと聴いてくれないことに不快感を覚えるものなのだ。

　「ホールファミリーケア協会」の鈴木さんが心構えとして真っ先に挙げるのは、しゃべりすぎないことだ。

　「『聴く』と『話す』の割合は７対３をイメージして下さい。８対２でもいいかもしれません。それぐらい意識しないと、私たちはしゃべりすぎてしまうのです」

　悩んでいる人を前にどうにか力になりたいという親切心が働いたり、つい自分の価値観で物事を見てしまったりして口を挟んでしまうのも人情。だが、傾聴にとっては単なるおせっかいになる。

　鈴木さんは「話し手は多くの場合、話を聴いてもらっているうちに自分の力で解決策にたどりつく。助言するというより、気づきを促すようなイメージを持って」と話す。

　【３】会話にリズム　話が発展しやすい質問を

　「主人公は話し手」と理屈で分かっても、実践になると聴き役に徹するのは難しい。ロールプレー形式が中心の養成講座では、終盤を迎えても、聴き手役の「しゃべりすぎ」がしばしば指摘される。

　「７割聴く」というスタイルを貫くには、３割の返す言葉を吟味するのが大切だ。

　基本はしっかり相手の話を繰り返し、整理すること。どうしても助言が必要だと思う時でも、「そうなのね」と十分に聴いてから、「でも、私にはこんなふうにも思えますが、いかがでしょうか」と返すのが望ましい。

　沈黙に耐えられなくなり、聴き手側が先走って言葉を発するのも避けたい。話し手は考えをまとめたり、迷ったりしていることもあるからだ。沈黙も、会話のワンシーンととらえればいい。

　相手の言葉を受け止めるときは、相づちやうなずきが効果的だ。相づちの引き出しが多いと、会話の「間」を損なわず、リズムも生まれやすくなる。

　聴き役に徹するのを意識するあまり、受け身になりすぎることにも気をつけたい。無理して同調してもウソっぽくなる。話し手の気持ちをくみ取って話が発展しやすいような質問を選ぶなど、相手の心に働きかけることも大切だ。（兼田徳幸）

http://digital.asahi.com/articles/DA3S11458136.html?iref=comkiji_txt_end_s_kjid_DA3S11458136
・（PR TIMES） - リリース発行企業：公益財団法人日本ユニセフ協会（11月20日）
「子どもの権利条約」が生まれて、11月20日で25年

※本信は、ユニセフ本部から提供された情報を元に日本ユニセフ協会広報室が翻訳・
編集しています。
【2014年11月20日　ニューヨーク発】
ユニセフは子どもの権利条約が採択されて25周年の記念日に『世界子供白書2015』を発表。何百万もの子どもたちがイノベーションの恩恵から漏れないように早急な行動が必要であると訴えます。人と人との結びつきや協力が、イノベーションを活用してすべての子どもに到達するための新たな地球的ネットワークを勢いづかせると考えます。

今回の『世界子供白書2015』は、「未来を再考する：一人ひとりの子どものための
イノベーション」がテーマ。政府や開発の専門家、ビジネス関係者、社会運動の推進者、コミュニティは、子どもたちが直面する最も差し迫った問題のいくつかに取り組むために新しいアイデアを推進するべく共に行動し、その地域にとって最善で有望な
イノベーションを拡大していくための新しい方法を見つけるよう求めています。

本報告の内容は、最先端の技術革新であるクラウド・ソーシングによって収集されて
おり、世界中の国々のイノベーションを地図上で示す双方的なデジタル・プラット
フォームを設けています。そして、イノベーターに自身のアイデアを地図上に記す
ように要請しています。

「不公正は人類と同じくらい古くからあり、イノベーションもまた、しかりです。
イノベーションはいつも人類の進化を後押ししてきました。かつてなくお互いに結び
つきのある私たちの世界で、ローカルな解決策が地球的なインパクトを与え、毎日
不平等や不正義に直面するそれぞれの国の子どもたちに恩恵を与えるのです」と、
ユニセフ事務局長のアンソニー・レークは言います。

「イノベーションが一人ひとりの子どもに恩恵を与えるために、私たちはもっと
イノベーティブでなくてはいけません。私たちは従来からの問題を解決するために
新しい発想を育む方法を改めて考えることが必要です。私たちが抱える最も難しい
問題の最善の解決策は単にトップダウンあるいは草の根レベル、あるいは一部の国の
グループまたは他のグループから出されるものではありません。そうした解決策は
新しい問題解決のネットワークやコミュニティのイノベーションからもたらされる
のです。国境を越え、分野を超え、届きにくい人に届くのです。そしてそれらは
若い人、そして子どもたち自身によりもたらされるのです」と、レーク事務局長は
言います。

国連総会は1989年に子どもの権利条約を採択しました。それ以来子どもの権利の進展には大きな進歩がありました。5歳未満で亡くなる子どもの数は大きく減少し、教育や清潔な飲み水へのアクセスも増しました。

しかし、何百万という子どもの権利が今でも毎日侵害されています。最も貧しい世界の子どもの20％は、最も裕福な子どもの20％に比べて、栄養失調で発育不良に陥り、5歳の誕生日を迎える前に死に至る可能性が約2倍となっているのです。後発開発途上国の子どもの4人にひとりは児童労働に従事し、何百万もの子どもたちは日常的に差別や身体的性的暴力、虐待やネグレクトを経験しているのです。

この最新の『世界子供白書2015』は、経口補水塩、調理せずに食べられる栄養補助食品などの従来のイノベーションが過去25年間で数多くの子どもたちの生活に大きな変化を与えている事例を報告しています。そして、よりイノベーティブな物資、手法、
パートナーシップが、最も到達しにくい子どもが持つ権利の実現のために欠かせないと、続けます。初の完全デジタル版となった「世界子供白書2015」 （www.unicef.org）は、双方向性とマルチメディアを活用したものとなっており、利用者が自分自身のアイデアや発明をシェアするように招いています。下記にあるような世界のいろいろな国で、既に生活を改善しつつある素晴らしいイノベーションの事例が紹介されています。
・世界初の補聴器用充電池「ソーラー・イヤー」。電力供給が安定していない
コミュニティの要望に応えて開発されました。充電する際は、太陽や家庭用照明
または携帯電話の差し込み口を利用します。
（Tendekayi Katsiga 氏、Deaftronics社、ボツワナ/ジンバブエ）

・コミュニティベースの地域栄養不良管理プログラムを開発。入院による栄養補助食品の投与という高コストで普及の速度に課題がある方法を改め、地域の診療所の協力のもとに、調理せずに食べられる栄養補助食品を使って自宅療養を行う看護モデルです。（Steve Collins氏、非営利団体VALID Nutrition の共同創設者兼代表）
・若者と共に新しく開発した「U-Report」というSMSサービス（携帯電話のショート・
メッセージ・サービス）の導入により、エボラ出血熱により非常事態の真っただ中に
あるリベリアで、彼らにとってどんな問題が最も大切なのか検証するのを支援
しました。
（ユニセフ・リベリア）
・バングラデシュの洪水多発地帯で暮らす子どもたちに年間を通じて教育を受けられる場を提供する「ボート（船）の学校」の事業。
（Mohammed Rezwan氏、NGO団体Shidhulai Swanirvar Sangstha　創設者兼事務局長）
・コロンビアの10代の女の子2人によって発明された「Vibrasor」という聴覚障がい者のための器具。この器具により聴覚障がい者が混雑した都会の町中を安全に移動することができます。
（Isamar Cartagenaさん、Katherine Fernandezさん）
・電力供給が安定しないナイジェリアの人々のために、手頃な値段で安全な代替案を
提供すべく、尿を利用した発電機を開発した4人の10代の女の子。
（ナイジェリア）
「地球のあらゆる場所、例えば遠く離れた片隅にさえたくさんの若いイノベーターが
います。彼らは子どもたちのために世界を変えるため熱心に取り組んでいます」と、
インドのチャンディガー出身のBisman Deuさん（ビスマン・デュー　16歳）は言います。
彼女は「GreenWood」の開発について語っています。稲作で不要となった廃棄物から建築用資材を開発しました。そして、この発明が報告されています。

「どの国も異なる問題を抱えています。そして、誰でも違った解決策を持っています」
と、Deuさんは続けます。また、「私たちはイノベーションを推進する地球の仲間としてお互いの経験から学ぶ必用があり、そして、変化をもたらすアイデアを作り続ける必要があるのです」と、言います。

ユニセフは世界中の190カ国以上のネットワークでイノベーションを最優先に進めて
います。新しい発想の方法、作業の方法あるいはパートナーとの協力のありかたを奨励し、地域の才能を育てるためにアフガニスタン、チリ、コソボ、ウガンダなどの国に拠点を設けています。
あなたのアイデアや発明を www.unicef.org/innovation に教えて下さい。
■『世界子供白書2015』完全デジタル版の全文、画像、映像は以下より閲覧可能です
（英語）。
http：//www.unicef.org

日本ユニセフ協会では、上記サイトを日本語に要約し、ホームページに公開しています。
http://www.unicef.or.jp/library/library_wdb.html

※世界の子どもの状況を多岐にわたり示す最新の統計データを加えた日本語要約・
冊子版は本年12月に発行予定です。
■イノベーションを用いた活動事例の関連画像、映像をご用意しています。
ご入用の場合は日本ユニセフ協会　広報室までお問い合わせください。
■ユニセフ「世界子供白書」について
1980年、「世界子供白書」が初めて発行されました。以来、子どもに影響を与えている世界の傾向を包括的に分析する、ユニセフの代表的な刊行物として毎年発行されて
います。毎回、一つのテーマに基づく問題の検証や提言に加え、ユニセフが呼びかける “公平性”に基づく様々な課題の解決状況を検証するツールとして様々な統計が
備わっています。
■ユニセフ ・イノベーションについて
ユニセフ・イノベーションとは世界中の子どもたちの生活を改善をするために分野を
またがる個人が集まったチームです。革新的な技術を用いた特定、試作品作り、技術や実践の拡大を任務とし、ユニセフの活動を強化するために実施されています。
＊　＊　＊
■ 本件に関するお問い合わせ
（公財）日本ユニセフ協会 広報室
TEL：03-5789-2016　 FAX : 03-5789-2036　 Eメール：jcuinfo@unicef.or.jp
Rose Foley, ユニセフ本部（ニューヨーク）Tel: + 1 212 303 7987,
rfoley@unicef.org
Melanie Sharpe, ユニセフ本部（ニューヨーク）Mobile: + 1 917 265 4516;
msharpe@unicef.org
http://www.asahi.com/and_M/information/pressrelease/CPRT201431300.html
・児童ポルノをリツイート、なぜ処罰？　拡散する現状とは（11月21日）
　ツイッター上に投稿された児童のわいせつな画像をリツイート（転載）したとして、神奈川県警少年捜査課と大船署が児童買春・児童ポルノ法違反などの疑いで全国で初めて書類送検した事件。投稿者だけでなく転載者まで処罰対象にする姿勢を示し、児童ポルノ画像の拡散を防ぐ狙いがある。

児童ポルノをリツイートした疑いで書類送検　全国初
　同課によると、横浜市の無職の男（２３）は今年３月、ツイッター上に児童ポルノ画像を投稿。この男は、別に所有する女性風の名前の「裏アカウント」でリツイートしていた。

　さらに、大阪府の配送業の男（５２）らがリツイートして拡散させ、少なくとも約４２００人のフォロワー（読者）がこの画像を閲覧できる状態だったという。

　ツイッターは全世界で２億８千万人以上のユーザーがおり、１日平均約５億件のつぶやきが投稿されている。ツイッター社は児童ポルノ画像のアップを禁止しており、発見した場合は同社への連絡を呼びかけるほか、存在を確認すれば予告なしに削除するなどの対策を取っている。しかし、一度ツイートされると、次々とリツイートされて爆発的に拡散されることもある。

　同社の担当者は「残念ながら対策が完璧とは言えないが、違反を見つけた場合の報告方法をより簡単にするなど工夫している。警察とも相談し、より良い解決法を探っている」とコメントした。（興津洋樹）

http://digital.asahi.com/articles/ASGCP45XNGCPULOB00G.html?_requesturl=articles%2FASGCP45XNGCPULOB00G.html&iref=comkiji_txt_end_s_kjid_ASGCP45XNGCPULOB00G
＊毎日新聞
・人模様:「たたかない育児」法整備を−−エリザベス・ダーリン事務局長（11月1日）
　「社会的通念は変えられます。法律を作って啓発すれば、かつての常識も通用しなくなるのです」。名古屋市で９月に開かれた子ども虐待防止世界会議のために来日した国際ＮＧＯ「セーブ・ザ・チルドレン・スウェーデン」のエリザベス・ダーリン事務局長（５７）は、１９７９年に体罰を法律で禁止した自国の取り組みを紹介し、こう訴えた。

　幼い頃、友達が父親から木の棒でたたかれる姿を見た。「なぜ？」。当時、親から子への暴力は容認されていたが、心に引っかかった。体罰禁止法ができると、政府は親に「たたかない育児」を、子どもには「たたかれない権利」を教えた。自身も長男（２４）を妊娠中、夫と両親教室に通い、「育児に必要なものは暴力より言葉」と習って実践した。

　日本では体罰をしつけとみなす声があることを危惧している。「重大な人権侵害だと気付いて」。３人の子どもは俳優などで活躍中。それぞれが成人した今、対話を重ねた時間、得られた親子関係の大切さを実感している。【鈴木敦子】

http://mainichi.jp/shimen/news/20141101dde041070047000c.html
・高校野球:今治西の監督、選手に平手打ち　高野連に報告へ（11月6日）
　甲子園に春夏合わせて２５回出場した高校野球の名門、愛媛県立今治西高の野球部監督（４３）が秋季四国地区高校野球大会の試合中、部員の頬を素手でたたいていたことが５日、同校への取材で分かった。部員にけがはないという。同校は日本高野連に報告書を提出する。

　同校と県高野連によると、監督は１日に高松市であった明徳義塾高（高知）との準決勝で、八回表の攻撃前に部員１人を平手で３回たたいた。監督は「激励の意味でやった」と話し、部員は「体罰を受けた認識はない」と話しているという。同校は「暴力と疑われる行動をしたことは申し訳ない」としている。

　今治西高は明徳義塾高に勝ったが、２日の決勝戦では英明高（香川）に敗れた。【松倉展人、伝田賢史】

http://mainichi.jp/area/news/20141106ddn041050006000c.html
・君の笑顔が見たい:「子どもの村」の挑戦／３２　みんなで育てる／４　／福岡（11月6日）◇今津の子として育てよう

　「子どもの村福岡」建設をめぐって福岡市西区今津地区との話し合いを続けた結果、２００８年１１月１４日、今津校区自治協議会、子どもの村福岡、福岡市の三者による覚書が取り交わされ、今津の市有地に国内初の「子どもの村」を建設することが正式に決まった。

　その際、説明会などで繰り返し出された不安の声を考慮して幾つかの合意事項が確認された。地元の自治協議会や子ども会育成会、小学校のＰＴＡ役員、民生委員らと「子どもの村」とで連絡協議会を設け、「村」の運営や子育てについて開村後も継続して話し合っていくこと。地元の子育てを「村」が支援すること。そして、すでに小学生以上になっている子どもは受け入れず、就学前の乳幼児から受け入れて育てていくことなどだ。

　社会的養護が必要な子どもたちが自立できるまで育てる「村」が、受け入れ時の年齢を就学前の５歳以下に限定したことには深い意味がある。幼い時から「村」で確かな愛着形成を行いながら育て、子どもたちの成長に伴って年齢構成が自然に上がっていくようにすることで、「いきなり学校に入る子がいると何が起きるか分からない」という地元の声に応えたのだ。それほど親の病気や虐待などで社会的養護を必要とする子どもに向けられる世間の目は厳しかったということだろう。

　それだけに「覚書」が取り交わされた時、当時の石田武人自治協議会長が語った言葉は、今も「村」に関わる人たちの心に深く刻まれ、思い起こすたびにそれぞれの胸を熱くさせ続けている。

　「『子どもの村』の子どもたちを今津の子どもとしてともに育てましょう。１０年、１５年後に『子どもの村』の子どもたちが今津をふるさととして帰って来た時、我々の判断が間違っていなかったと言えるでしょう」

　「村」の各里親家庭を自分の町内会メンバーとして受け入れた本町町内会の当時の会長、白水（しろうず）正勝さん（７３）によると、「村」の建設が始まった段階でもまだ反対の看板が立っており、阻止行動が起きはしないかとハラハラしていたという。

　「子どもに罪はないっちゃけん、何で反対するんか不思議でたまらんかったけどね。でも結局、妨害は起こらず、棟上げの餅まきの時には地域の大人も子どもも拾いにきてくれてね。反対の声が出なくなったのは、やっとその頃からですよ」

２０１０年４月２４日の開村後も「地域を耕す」営みは続いた。「今津では立っているものには電信柱でも頭を下げるように」という地元の長老のアドバイスを合言葉に、遠くで畑仕事している人にも大声であいさつし、子どもたちと一緒に散歩したり買い物したりする時にも会った人に積極的に声をかけて立ち話をした。地域に溶け込むため公民館での子育てサロンや学習会にも積極的に顔を出すよう心がけた。
　「村」のセンターハウスには、農作業帰りに気楽に立ち寄ってもらえるよう土間が設けられている。収穫したばかりの野菜を持参した地域の人たちがその上がりがまちに腰掛けてお茶を飲んでいく姿が、やがて日常的に見られるようになった。そして開村から８カ月たった頃、ひとりの男性がセンターハウスに立ち寄り、キャベツと一緒に５万円入りの封筒を差し出した。

　「クリスマスも近かけん、これで子どもに何か買ってやらんね」と。

　それは最後まで反対の声を上げ続けていた人だった。

　当時の自治協議会の副会長で、石田氏の後を継いで今年４月まで会長を務めた中村隆暢（たかまさ）さん（７８）が「村」の中庭を駆け回る子どもたちの姿に目尻を下げて言う。

　「少子化で今津小学校の児童数は随分減って今１１２人ですけど、そのうち『村』の子が６人で、来年は８人になるんです。こうやって子どもたちの姿を見るだけで元気もらいますもんね。『村』ができてほんと良かったなあと思います」【福岡賢正】
http://mainichi.jp/area/fukuoka/news/20141106ddlk40040487000c.html
・子どもたちの伝言:うずしおの地から／３１６　ＬＧＢＴ／５　／四国（11月8日）

◇確実に広がっている理解

　１０月３１日付毎日新聞で掲載された「記者の目」の記事に目が止まりました。それは、毎日新聞東京社会部の藤沢美由紀記者が書いた「性的マイノリティーと学校」という記事です。毎日新聞はこの問題を度々取り上げており、教育面で「ありのまま」という特集記事を掲載しています。いずれも、示唆に富んだ記事ですが、そこには、性への無理解が、不登校を招いたり、いじめを生んだりという実態があるからです。

　このコラムでは、ＬＧＢＴの当事者に対して配慮すべきだという意見がある一方で、社会に出ればわがままは通用しないという声があることを紹介し、ＬＧＢＴを取り巻く環境の厳しさを指摘しています。そこで記者は、ある教員の声を取り上げました。それは、「ＬＧＢＴにとって過ごしやすい環境は、みんなにとって過ごしやすいはずだ」という意見です。記者はその声に共感しつつ、「子供の話に耳を傾け、寄り添ってくれる先生は、誰にとっても良い先生だと思う」と、自らの雑感を付け加えました。この一言が、このコラムの本質を貫いていると感じました。まずは、教師から始めないといけないです。

　ＬＧＢＴの実態を分かりやすく伝え、知って欲しい内容をまとめていること、そして記者が取材から得た思いを伝えるなど、まさに新聞の使命と特性を生かした記事だと感じました。早速、この記事をスクラップし、授業に活用しています。

　話は変わりますが、前月に徳島市で社会教育全国大会が開催されました。その分科会で配布された「安心できる避難所づくり訓練ヒント集」（あおもり被災地の地域コミュニティ再生支援事業実行委員会）に、避難者が記入するカードが添付されていました。そもそも避難所では、性別を配慮する必要があり、こうしたカードには、性別欄が必要です。このカードにも性別欄がありましたが、男女だけでなく、その他が印刷されていました。ここにもＬＧＢＴへの配慮があったことに感銘を受けました。理解が確実に広がりつつあるのです。【鳴門教育大学教授＝阪根健二さん】

http://mainichi.jp/edu/news/20141108ddlk39070654000c.html
・経済観測:生活困窮者自立支援法を生かすために＝中央大教授・宮本太郎（11月8日）
　若年層や子どもの貧困が広がるなか、生活困窮者自立支援全国ネットワークという団体が８日、設立総会を行う。支援に関わってきたＮＰＯや行政の関係者、研究者などが集まり、支援の方法や経験を共有し、政策提言をしていく。

　私も関わるこの団体が設立されるのは、来年４月に施行される生活困窮者自立支援法がきっかけだ。今後自治体は、困窮した人々の相談支援を行い、必要な場合は生活保護など生活保障に、可能な場合は就労支援につなぐ。暫定雇用の場を提供する就労準備支援、子どもたちの学習支援なども進める。だが準備が進展しない自治体も少なくない。なぜか。

　第一に、困窮問題の広がりにどう対処するか、まだ合意ができていない地域も多い。問題が顕在化したときに、対応する行財政力がないとちゅうちょする自治体関係者もいる。財務省周辺には「新法の財源は生活保護を削って確保せよ」という暴論も現れているのでなおさらだ。母子世帯など困窮層の多くはじっと耐えて声を上げないが、子どもの貧困などは放置すれば地域の困難を増幅させる。自立支援は地域持続のための社会的投資でもある。

　第二に、同法が目指すのは福祉と雇用の連携であるが、多くの自治体では両部局のつながりがほとんどない。これまで福祉とは働けない人たちのため、雇用とは福祉を必要としない人たちのためのものだったからだ。だが、適切な支援さえあれば働ける人も増えている。多様な人が働ける雇用の場と支援のかたちを創るため、各部局の壁を超えねばならない。

　地域にこの問題に取り組む合意を形成し、制度条件を整備して初めて新法が生きる。そのための政策提言やコーディネーター育成を目指す新団体に期待したい。

http://mainichi.jp/shimen/news/20141108ddm008070119000c.html
・八戸・高２女子生徒死亡:両親、メモ基に訴え　「摂食障害、いじめ原因」　死因と絡める審議会、募る不信　／青森（11月9日）
　今年７月に死亡した県立八戸北高２年の女子生徒の両親が「いじめ自殺の可能性が高い」と訴えている問題の調査が長引いていることに、両親が不信感を募らせている。県教委の第三者機関「県いじめ防止対策審議会」は、生徒の摂食障害と死亡の因果関係に着目しているが、父親は「摂食障害で死に至ったと結論づけられてしまう。摂食障害はいじめから始まっている」と因果関係が逆だと指摘。毎日新聞の取材に対し、「法律通りに捉えれば、娘はいじめを受けたと考えるべきだ。最終報告がどんな結果でも娘は帰ってこない。せめて、『いじめがあった』という結果を期待している」と訴えた。【宮城裕也】

　７月設置の審議会は当初、９月中に最終報告をまとめる予定だったが、無料通信アプリ「ＬＩＮＥ（ライン）」の通信記録を入手できず、慎重な事実認定で調査が長期化。報告は「１１月中」と２カ月ずれ込んでいる。

◇「存在うざい」

　生徒はいじめをうかがわせるメモを残していた。昨年夏ごろから摂食障害に悩んだ生徒は、Ａ５ノートに日々の食事や体重などを記録。死後に両親が末尾の３ページの人間関係に関する記述を見つけた。「距離をとり始めると逆にはぶられるように」の文字の下に「ムシ、つめたい声」「おかしなどは私にくばらない」と実際にされたと思われることが書かれ、「ラインにて」との文字の下には「存在自体がうざい」「ひがい者ぶんないで」「自殺は迷惑」など、実際に受け取ったメッセージを写したとみられる文字があった。父親によると、メモは摂食障害の原因と思うものを医師に伝えるため今年６月ごろ書いたという。

◇聞き取り２回だけ

　一方、８月２６日の審議会後に内海隆会長は記者会見で、摂食障害と死亡の関係を精査すると表明。父親は「いじめの調査をしっかりして」と危機感を抱く。「学校と遺族の意見を同時並行で調べるべきなのに、私たちへの聞き取りは２回だけ。学校の資料を基に調査している」と憤る。

◇憂鬱そうに登校

学校の対応にも疑問がある。自宅の最寄り駅に生徒を毎朝車で送っていた父親は「入学当初は『話を聞いて』と言わんばかりに友達の話をした」と振り返る。しかし、同級生とのトラブルがあったとされる６月以降は「こちらから話しかけないと話さない」ようになり、暗い表情で登校が憂鬱そうだった。生徒が母親に「嫌がらせを受けている」と打ち明けたのは昨年１２月。母親はすぐに養護教諭に相談したが、学校で情報が共有されなかったという。
　父親は「娘は『嫌がらせ』と言っていた。『いじめ』と言うともっとひどいことになると思ったようだ」と説明。「娘を助けてやれなかった。『いじめ』と言っていたら学校の対応も変わっていたかもしれない」と考えてしまうという。

　いじめ防止対策推進法は、いじめの定義を「心理的又は物理的影響を与える行為の対象の児童が心身の苦痛を感じているもの」とし、インターネットを介した行為もいじめと明記する。父親は「娘が苦痛に感じて私たちに訴えたことや、学校の聞き取り調査の内容でも、法に当てはめれば、いじめがあったと判断できる」と話す。

◇父に最後の手紙

　「成長していく娘の姿が生きがいだった」と父親は言葉を絞り出す。「高校を卒業して自分のやりたいことを目指して大人になっていくのかな。それまで頑張って働かないと」と思っていた日常が突然、断ち切られた。誕生日や結婚記念日などには必ず手書きの手紙を渡してくれ、「思いやりのある子だった」という。今年６月の父の日に家族で外食した時も「お父さん、いつも、ありがとう。大好きです」と書かれた手紙をもらった。「今年もくれるんだな」と何気なく受けとった手紙が、最後の手紙となった。

http://mainichi.jp/edu/news/20141109ddlk02040129000c.html
・障害者差別:解消へ政府基本方針案　内閣府委が了承（11月10日）　
　障害の有無にかかわらない共生社会の実現を目指す障害者差別解消法（２０１６年４月施行）に基づき、国が定める政府の基本方針案が１０日、内閣府の障害者政策委員会（委員長・石川准静岡県立大教授）で大筋で了承された。法が禁じる障害者差別の内容やどう対応するかなどについて考え方を示した。

　それによると、「不当な差別的取り扱い」について、有価物やサービスの提供を巡り▽正当な理由なく拒否や制限すること▽障害のない人につけない条件をつける−−などと説明した。「正当な理由」については、障害のない人と違う扱いをすることが客観的にみて正当な目的に照らしてやむを得ない場合としている。

　また、過重な負担にならない限り公共機関に義務付け、民間には努力義務を課す「合理的配慮」についての捉え方を提示。障害者の権利や利益を侵害する要因は、障害そのものではなく社会とのやりとりの中で生じるとの見方を示した上で▽段差をなくす▽筆談や読み上げ、分かりやすい表現を使う−−などの配慮が状況に応じて柔軟に図られるべきだとした。

　相談・紛争防止体制については、地域ごとに関係機関で設置できる「障害者差別解消支援地域協議会」で適切な窓口につなぎ調停などに取り組む。また「複合差別」を受けやすい障害女性や、大人とは別の対応が必要な障害児への支援には特に注意すべきだとした。

　政府は基本方針案のパブリックコメントを公募後、年内の閣議決定を目指す。【野倉恵】

◇障害者差別解消法

　公共機関（公立学校、福祉施設含む）と民間事業者に対し、障害を理由とした「不当な差別的取り扱い」を禁じ、過重負担にならない限りは施設のバリアフリー化を進めるなどの「合理的配慮」を求めている。国連障害者権利条約批准のための国内法整備の一環として、改正障害者基本法で障害者への差別禁止が定められたことを受け、２０１３年６月制定された。権利条約は１４年１月批准された。

http://mainichi.jp/select/news/20141111k0000m040093000c.html
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・相談電話:「１××」へ　虐待、消費者問題…桁数短く（11月12日）
　総務省は２０１５年度にも、警察の１１０番などの緊急通報に使われている３桁の電話番号を、国が運営するいじめや消費者問題の相談窓口でも使えるようにする。今は１０桁の番号が多いが、短くなれば利用者が増えるとして、関係省庁が総務省に要望していた。

　情報通信審議会（総務相の諮問機関）が１１日、「事件・事故を未然に防ぐための相談を受け付ける」「子どもや高齢者が相談することが多い」などの条件を満たす国の相談ダイヤルに３桁番号の利用を認めるべきだとする答申案をまとめた。１２月にも正式決定する。

　総務省によると、現在、３桁への切り替えを希望しているのは、厚生労働省など５省庁の８ダイヤル。予算措置や通信設備の整備ができ次第、切り替えられる見通しだ。

　３桁の番号はすべて１から始まるため、全部で１００個しかない。総務省は、１１０番や消防の１１９番など緊急通報と、１０４番（番号案内）、１１５番（電報受け付け）など通信の基本サービスの計５３個にだけ、利用を認めていた。

　しかし、「覚えやすい番号にすれば、児童虐待を発見した人がすぐに通報できる」（児童相談所全国共通ダイヤルを運用する厚労省）などの声が上がっていたことを受け、８月から３桁番号の使い道を広げられるかの検討を本格化していた。【横山三加子】

http://mainichi.jp/shimen/news/20141112ddm041040101000c.html
・呉の少女殺害:弁護側「保護処分も許容」　少年に虐待歴、発達障害−−公判　／広島（11月11日）
　呉市灰ケ峰の山中で昨年６月、広島市内の専修学校の女子生徒（当時１６歳）が殺害された事件で、強盗殺人罪などに問われた住所不定、無職の少年（１８）の裁判員裁判が１０日、広島地裁（伊藤寿裁判長）で始まった。事件をめぐる一連の地裁での公判は、今回の少年が最後になる。結果の重大性などから刑事処分が相当と主張する検察側に対し、弁護側は少年の虐待歴や発達障害を踏まえ、「保護処分も社会的に許容できるのではないか」と求めた。【石川裕士、石川将来】

　弁護側は冒頭陳述で、少年が虐待を受けて育ったと明らかにした。少年は日本に働きに来ていたフィリピン人の母と日本人の父との間に生まれた。日本語が不自由な母とは意思疎通が難しく、父からは縄で縛られたり、窓から逆さづりにされるなどの虐待を受けたという。少年は中学ごろから窃盗など非行に手を染める一方、対人関係が不得手などの特徴がある広汎（こうはん）性発達障害を抱え、医療施設を転々としていた。事件の３カ月前に無料通信アプリ「ＬＩＮＥ（ライン）」を通じて主犯格の無職少女（１８）＝控訴中＝と知り合い、広島市内で共犯者の少年少女と共同生活を始めたという。

　この日の公判で少年は強盗殺人について否認し、弁護側も被害者の首を絞めていないと主張した。だが、検察側の証人として出廷した瀬戸大平被告（２２）＝控訴中＝は、少年は「男だから自分より力が強い」と少女に促され、被害者の首を１分間ほど絞めたことや、帰路に少年が「（被害者の）首の骨を折った」と話していたと証言。さらに「自分でやったことだからちゃんと認めてほしい」と述べた。

http://mainichi.jp/area/hiroshima/news/20141111ddlk34040610000c.html
・ＤＶ防止啓発講座:暴力許さない社会を　悩んだら専門機関へ−−富山　／富山（11月14日）
　今月２５日が国連の定めた「女性に対する暴力撤廃国際日」に当たることから、県などが主催するドメスティック・バイオレンス（ＤＶ）防止啓発講座「これってＤＶ？モラルハラスメント？−見せかけの愛で相手を苦しめる人」が、富山市湊入船町の県民共生センターサンフォルテで開かれた。

　２０１２年の内閣府の調査によると、女性の３人に１人が配偶者からの暴力を経験しているといい、国は毎年１１月１２〜２５日を「女性に対する暴力をなくす運動」の実施期間に定め、ＤＶ防止などの取り組みを強化している。

　同講座もその一環で、ＤＶや性暴力、虐待、いじめ、パワハラなどの暴力を減らすための人権啓発活動を展開しているＮＰＯ法人レジリエンス（東京）副代表の西山さつきさんが、根深く複雑なＤＶの現状と解決策について語った。

　西山さんは「夫婦は対等であるべきだ。支配を強力にする暴力は不健全で間違った力」と断罪。学校現場での体罰についても「殴る行為は傷害罪で、それは部活動などの場でも同じ」と批判した。さらに「大勢の前でやったら駄目なことは家の中でも駄目。とかく家の中の暴力は小さなことと受け止めがちだが、暴力を許さない社会をつくることが大切」と呼びかけた。

　さらに、西山さん自身もかつて夫から受けたというＤＶ被害を基に、暴力から逃げられなくなる心理状態「トラウマティックボンディング」や、自分の意見が分からなくなるなどの被害者心理を分かりやすく解説した。そして、ＤＶが児童虐待につながりやすいなど、その弊害も紹介したうえで、被害者の相談を受けた場合は専門の相談機関につなげることや「あなたが大切」というメッセージを伝え続けることが大切だと訴えた。

　　　　◇

　同センターでは、ＤＶなどの相談（０７６・４３２・６６１１＝火〜土曜、午前９時〜午後４時）を受け付けている他、ホームページでは県内の相談窓口も紹介している。【青山郁子】

http://mainichi.jp/area/toyama/news/20141114ddlk16040267000c.html
・虐待相談:児相の子供安全確認　４８時間以内にカベ（11月15日）
　全国２０７カ所の児童相談所（児相）が昨年４〜５月に受理した虐待相談（通告）を巡り、結果的に虐待が認められたり疑われたりした７４３４人のうち約８％の子供の安全確認が努力義務とされる４８時間以内に実施できていなかったことが全国児童相談所長会（東京）の調べでわかった。「４８時間ルール」の運用状況の詳細が明らかになるのは初めて。児相の調査権に明確な規定がないことなどが背景にあるとみられ、厚生労働省は初動対応の迅速化に向け、児童虐待防止法や児童福祉法を見直す検討に入った。

　厚労省の指針は、児相や市町村が通告を受けてから４８時間以内に安全確認するのを努力義務としている。

　調査は各児相が昨年４〜５月に受けた虐待通報１万１２５７人について回答。このうち２９７２人は虐待がなかったが、７４１８人は虐待があると判断された。また、通報後の状況が不明で虐待が疑われるケースも１６人いた。

　また、両者を合わせた７４３４人中、６７９９人は４８時間以内に安全確認できたが、５７６人についてはできなかった。この中には頭部外傷や栄養不良など「生命の危機」がある子が５人おり、性的虐待や打撲傷を含む「重度」の虐待を受けた子も１９人含まれていたことも判明した。

　４８時間内に安全確認ができなかった理由（複数回答）は、「（子供の居場所の特定など）調査に時間がかかった」が最多で全体の２０．７％。「子が特定できなかったり、所在が分からなかった」１４．９％▽「訪問したが不在」１１．３％▽「訪問を拒否された」３．８％−−などが続いた。

　また、４８時間以内に安全が確認できなかった５７６人については、昨年９月末までに８割（４４５人）は確認できたが、９２人はできなかったという。

　初動となる安全確認を巡っては、個人情報保護を理由に学校や病院から断られる場合もあり、現場からは「法律に調査権と回答義務を明記すべきだ」（都内の児相所長）との指摘に加え、児童福祉司１人が１００ケース以上を持つ児相もあることから「人員不足で限界」との声も根強い。

　全国児童相談所長会会長の桜山豊夫東京都児童相談センター所長は「初動で安全が確認できない中に生命の危機がある子がいるのは深刻だが、場所のあいまいな『泣き声だけの通報』も多く、難しさもある」と指摘している。【野倉恵】

http://mainichi.jp/select/news/20141115k0000e040221000c.html
・くらしＱ:子育て見守り訪問員　親のシグナル受け止め　／九州（11月19日）
　「子どもの激しい泣き声がする」。虐待を心配して寄せられる夜間や休日の通報にＮＰＯスタッフが急行する福岡市の「子育て見守り訪問員」が、取り組み開始から３年目に入った。２０１２年７月のスタート以降、訪問員には保育士や看護師の他、子育て中の主婦も参加。駆けつけた現場では、経済的な困窮や地域からの孤立といった子育て世帯を取り巻く現状や、親が発するシグナルが浮き彫りになっている。【青木絵美】

　「大きな声で叱る声が聞こえた」。通報を受け、市の委託を受けるＮＰＯ法人ワーカーズコープ福岡支部（福岡市博多区）の女性訪問員２人が駆けつけた。「子育てで困っていること、ありませんか」。ドアを開き、母親が姿を見せた。仕事から帰宅したばかり。最近、娘が友達関係に悩んでいたが、母子家庭で仕事も忙しく、娘の不安な気持ちをじっくり聞く時間が持てず、気持ちのすれ違いにもどかしさを感じていたという。時折涙を見せながら、３０分ほど話した後、訪問員が「がんばりすぎないで」と声をかけると、母親は「今日は良かった」。少し気持ちを整理できたようだった。

　ＮＰＯの訪問は、市の平日の午後６時〜翌朝８時半と土日祝日で、２人１組で担当。市こども総合相談センター（児童相談所）が受理した通報から、緊急性を判断し出動を要請する。全国的にも珍しい虐待対応での民間活用は、高止まりした虐待通告や深刻な事案の対応に追われる市職員の負担を軽くすると共に、訪問先に対しても、心理的ストレスを和らげながら支援する意義がある。

　現在、訪問員は３０〜６０代の約３０人。保育士や看護師ら専門的な人材の他、養成講座を経た一般市民にも参加の輪が広がった。その一人、牧山理華さん（３８）は３〜９歳の男児３人の子育て真っ最中だ。訪問先では「大変ですよね」とまず訪問相手の抱えるしんどさに寄り添う。「私は何かの専門ではないけれど『うちもそう』と同世代の同じ親目線で伝えることで、相手が話しやすくなっている面はあるのでは」と話す。

課題は、家庭の状況をいかに把握するか。昨年度は、市で対応した全件数の約４分の１にあたる１３３世帯を訪ね、約半数で子どもや親に会って安全を確認できた。しかし、インターホン越しが１割弱、何度行っても不在や家の特定ができないケースも約４割あった。屋内の照明がついていても応答がなかったり、オートロックのマンションで玄関前にさえ行けなかったりすることも多い。
　接触してみると、母子家庭などひとり親がほとんどで、外国人世帯も少なくない。転居してきたばかりの家で、休日の急患対応がある医療機関を教えて安心してもらえた例もある一方、別の母親の元では「言うことを聞かない、片付けができない」とこぼす悩みにただ耳を傾けるケースも。父子家庭では、夏でもクーラーをつけない蒸し暑い室内で、食事は冷凍食品やインスタント頼みだった。事業の統括コーディネーター、刀根由紀子さん（５１）は「家計が厳しく子育ても悩みを抱えているのに『困っている』と言えずにいる親が多い。虐待＝悪い親ではなく、社会の構造的な問題として認識することが大切」と話している。

　◆取材してひとこと

　雇用は不安定、近所付き合いは希薄というよりどころのない社会で、通報は、子どもだけでなく、親のシグナルとして受け止めることが欠かせない。訪問員のような人材が、もっと身近に存在する地域作りがますます求められている。

http://mainichi.jp/area/fukuoka/news/20141119ddlk40100574000c.html
・フィルタリング:スマホ普及で子供「外して」利用率初の減（11月21日）
　子どもがインターネットを利用する際、有害サイトを見られないようにする対策として「フィルタリング」がある。携帯電話会社などが提供するサービスだ。今年２月の内閣府調査ではフィルタリングの利用率が初めて減少に転じた。官民挙げた普及活動が行われているが、スマートフォン（スマホ）の急速な普及に法律が追いついていない実情があり、家庭や学校での教育が重要だ。

◇「ＬＩＮＥしたい」

　横浜市青葉区で１０月上旬、地元の社会福祉協議会などが、子どもが安心してネットを使うための講習会を開き、保護者ら約２０人が参加した。講師の中島尚樹さん（４５）は、子どもから「ＬＩＮＥ（ライン）が使えないからフィルタリングを外して」と言われ、求められるままフィルタリングをやめた実例や、子どもが自分で購入できる音楽プレーヤーやゲーム機ではフィルタリングの利用率が低いことなどを紹介した。

　その上で、中島さんは「子どもは好奇心が旺盛だが社会経験が乏しく、トラブルに巻き込まれやすい」と指摘し、子どもと一緒にルールを作ることや、ネットを使う場合は、よく考えた上で利用しなければならないことを訴えた。「子どもの方がネットに詳しくて口出しできないという保護者もいるが、子どもが自分で判断できるまで親がフィルタリングなどでコントロールすることが重要」と話す。

　◇スマホ対応、後手に

　フィルタリングは２００８年に制定された「青少年インターネット環境整備法」で規定された。携帯電話会社は１８歳未満の青少年が利用する携帯電話に保護者が不要と申し出ない限りフィルタリングを提供しなければならない。しかし、スマホの普及で、ＬＩＮＥなど新しいサービスが出てきたうえ、音楽プレーヤーやゲーム機でもネット接続ができることから、携帯電話会社が提供するサービスだけでは対応ができなくなった。参入する事業者が相次ぐ格安スマホでどうなるかも不明確だ。

　このため、内閣府の検討会は年内に青少年とネットに関する新しい行動計画案をまとめる予定で、委員から同整備法の改正を求める意見も出ている。しかし、通信の自由との兼ね合いや、新しい技術は今後も次々に登場していくことから、どこまで対応できるかは不透明。検討会委員の一人、国分明男・インターネット協会副理事長は「フィルタリングを入れれば解決という考えは限界にあるのではないか。ネットの正しい知識を持つことが重要」と話す。

◇知識追いつかず
　２月の調査を受け、内閣府など関係省庁は官民挙げて、フィルタリングの普及活動に取り組んだ。新学期前に学校、ＰＴＡや地域などでの多くの講座を開いた。フィルタリングソフトの開発会社、デジタルアーツの今年６月の調査では使用率は４４％と２月に比べて１４ポイント上昇。一定の効果があったとみられる。

　それでも、半数以上は利用していない。同社の工藤陽介コンシューマ課担当課長は「保護者の知識がまだ追いついていない」と指摘。啓発活動に参加する保護者は関心が高いが、その他の人にどう理解してもらうかが課題だという。同社は１０月に発売された、任天堂の「Ｎｅｗニンテンドー３ＤＳ」にゲーム端末として国内で初めて、初期状態から有効になるフィルタリングを提供した。この動きが他のゲーム機や音楽プレーヤーに普及すれば、フィルタリングの利用率は向上する。こうした技術改良も重要になる。

　◇高校生が勉強会

　フィルタリングと同時に、子ども自身のネットへのかかわり方も重要だ。東京都中央区で１０月上旬、関東地方の高校生たちがネットの安全な使い方を考える催し「高校生ＩＣＴカンファレンス」が開かれ、８校２３人が参加した。グループに分かれて、ネットを安全に使うために気をつけることなどを討議。「必要以上にネットを利用しない」「ネットに個人情報を書き込まず、フィルタリングを強化すべきだ」など、活発な意見がでた。栃木県立宇都宮北高２年の柴田萌花さん（１６）は「友人の名前で送られてきたＵＲＬがワンクリック詐欺だったが、怪しいという知識を持っていたのでだまされなかった。友人同士でそういうことを話せればいい」と話す。親や教師の目の届かないところは、子ども同士で気を付け合うのも重要だ。こうした試みは全国で広がりつつある。

　お茶の水女子大の坂元章教授（社会心理学）は「家庭ではルール作りや、子どもの発達段階に合わせた情報環境の整備をしてほしい」とし、さらに「学校は授業や通信などを通じた子どもへの学習支援と保護者への啓発、子ども自身も情報モラルの習得や友人とのルール作りといった対策が必要で、地域でも保護者啓発や相談体制の充実などが考えられる」と話している。【柴沼均】
　◇フィルタリング

出会い系やアダルト、有害情報を含むサイトなど、青少年に不適切な内容の閲覧を制限する機能。携帯電話会社が提供している他、パソコン向けのソフトもある。保護者が個別に設定すれば、フィルタリングで見られなくなるＬＩＮＥやツイッターなどソーシャル・ネットワーキング・サービス（ＳＮＳ）の利用も可能。総務省の調査では、フィルタリングの意味を適切に理解している青少年ほどネットへの知識が深く、スマホやＳＮＳのルールを設けている家庭ほどフィルタリング利用率が高い。
http://mainichi.jp/select/news/20141121k0000e040177000c.html
＊産経新聞
・自閉スペクトラム症、同傾向の人によく共感　京都大などチーム解明（11月8日）
　他人の気持ちを読み取るのが難しいなどコミュニケーションに問題が生じる「自閉スペクトラム症」の人は、同様の障害傾向を持つ人によく共感できることを京都大や福井大などのチームが解明し、英科学誌電子版に発表した。

　京大の米田英嗣特定准教授（認知心理学）は「自閉スペクトラム症の人は共感性に乏しいと考えられていたが、それを覆せた」と話す。同様の傾向のある人は、患者の支援に向いている可能性があるという。自閉スペクトラム症は、自閉症や、かつてアスペルガー症候群と呼ばれた症状を含む総称。

　チームは、自閉スペクトラム症傾向のある人に関して記述した文章と、「日常会話の流れに乗ることが得意だ」などこうした傾向のない人についての記述を、自閉スペクトラム症の１５人に示した。この際、機能的磁気共鳴画像装置（ｆＭＲＩ）で脳の活動を調べると、自閉スペクトラム症傾向に関する文章を読んだ時は、共感に関わる脳の部位が特に活発に働いており、チームは「同様の傾向を示す人に理解を示し、共感しているとみられる」とした。

http://www.sankei.com/region/news/141108/rgn1411080022-n1.html
・女子高生は自殺した　「レスキュー隊呼んどけ」と同級生から脅され、身体特徴を揶揄され…獰猛「ＬＩＮＥいじめ」、学校も親もついてゆけず（11月8日）
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　スマートフォン向け無料アプリ「ＬＩＮＥ（ライン）」を悪用したいじめが教育現場で深刻化している。文部科学省が発表した平成２５年度の問題行動調査では、携帯電話やパソコンでの誹謗（ひぼう）中傷などのいじめが前年度から約１千件増え、８７８７件（前年度７８５５件）と過去最多になった。スマホ普及に伴い把握は一層難しく、自治体や学校では対応し切れていないのが現状だ。
ＬＩＮＥの書き込み、転載されトラブル
　《レスキュー隊呼んどけよ》

　昨年６月２８日、熊本県の公立高校に通う２年の女子生徒のＬＩＮＥにこんな書き込みがあった。身体に危害を加えることをにおわせる脅迫じみた内容だ。

　女子生徒は寮生で、脅迫を書き込んだのも同じ寮に暮らす同級生だった。母親が書き込みを見つけ、すぐに担任教師へ相談。担任から連絡を受けた寮監の教師が７月８日に生徒ら２人を話し合わせ、「仲直りさせた」（熊本県教育委員会）かに見えた。

　だが、女子生徒は夏休み中の８月１７日、自宅で首を吊り、自ら命を絶った。

　県教委によると、女子生徒が寮での雑務の不満をＬＩＮＥに書き込んだことが発端だったという。書き込みを目にした別の生徒が、脅迫を書き込んだ同級生とのＬＩＮＥに転載し、トラブルになった。

自殺した女子生徒のＬＩＮＥには、身体的な特徴を揶揄（やゆ）するような書き込みも残っていた。無断で女子生徒の携帯電話を操作したり、卒業アルバムへの落書き、入浴用品を隠すなどのいじめがあったことも分かっている。
ＬＩＮＥでのいじめは周囲からの確認が困難
　「ＬＩＮＥいじめ」－。パソコンなどインターネット上を“現場”としたいじめは「ネットいじめ」と呼ばれるが、近年、爆発的に普及したスマホでＬＩＮＥを悪用したいじめが特に深刻化している。

　ネットいじめは、これまでにも「学校裏サイト」と呼ばれる、子供たちが立ち上げた匿名掲示板などで問題化した経緯がある。裏サイトでは、特定の生徒らを無視したり、悪口を書き込むなど悪質化している。

　ただし対策がないわけではない。各自治体や学校などの担当者がネット上の掲示板などを巡回し、悪質な書き込みを削除しており、一定の効果を上げてきた。これに対しＬＩＮＥいじめは、児童や生徒同士の個別の通信で、文科省は「周囲から確認するのが難しい」と説明する。

　前述の女子高生の自殺があった熊本県教委の担当者も「ＬＩＮＥいじめへの対策が追いついていないのが実情だ」と打ち明ける。

文科省による２５年度の問題行動調査によると、いじめの認知件数は小・中・高校と特別支援学校で計１８万５８６０件となり、前年度より１万２千件余り減少した。一方、ネットいじめは前年度から１千件ほど増え、８７８７件に上り過去最多となった。
　認知件数全体に占めるネットいじめの割合は、小学校１・４％（同１・４％）▽中学校８・８％（同５・８％）▽高校１９・７（同１４・８％）－となり、高校では２割近くに上っている。

「スマホ禁止」逆効果の恐れも
　「閉ざされた空間では、誹謗中傷へのブレーキがかかりにくい」

　ネットいじめ防止対策を進める「全国ｗｅｂカウンセリング協議会」の安川雅史理事長は「ＬＩＮＥいじめ」の特徴をこう指摘する。声を出して会話するコミュニケーションよりも、ＬＩＮＥの書き込みによるコミュニケーションがメーンになっている子供もいるという。

　こうした現状から、小学生らのスマホ所持規制の試みも増えている。たとえば、鳥取県米子市小中ＰＴＡ連合会は１月、「ケータイ・スマホ等に関する緊急アピール」を作成した。アピールでは「私たちは、子どもをインターネットの弊害から守るために『小中学生にはケータイ・スマホ等を持たせません』」との宣言が明記されている。

だが、安川理事長は形式的な禁止に警鐘を鳴らす。
　「ＬＩＮＥの楽しさを覚えた子供は禁止されれば反発する。スマホが禁止されれば、音楽プレーヤーでＬＩＮＥを使うこともある。形式的な禁止は、むしろＬＩＮＥいじめに気付いた保護者が学校から叱責されるのを恐れ、届け出にくい状況をつくる可能性もあり、いじめのエスカレートを招く傾向もある」

　対策の要点は、子供たちにＬＩＮＥいじめの問題点を納得させることだ。安川理事長は「保護者や教師が、ＬＩＮＥの利便性と問題点を十分に理解した上で、家庭や学校で子供たち自身に徹底的に話し合いをさせ、自覚を促すことが必要となる」と話している。

http://www.sankei.com/premium/news/141108/prm1411080002-n1.html
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憂楽帳:里親（11月12日）

　結婚式の前夜だった。母は娘に、実は里子だったと明かした。娘はさめざめと泣いた後、「お母さん、ありがとう」と言って、嫁いでいったという。

　知人の話である。他人が推し量ろうとしても詮ない母娘の切ない心情だ。

　以前、読者から「動物の飼い主を探す記事に『里親募集』と書かないでほしい」と言われたことがある。児童福祉法に基づき、厳格に里親となっているのに、犬猫と同じにしてくれるな、記事を読んだ里子の気持ちを考えたことがあるのか、という趣旨だった。

　重い訴えだ。全国里親会によると、同様の記事には、自粛を求める文書を送るなどの活動を続けているという。

　無論、動物愛護団体などが呼び掛ける「里親募集」に、悪意はあるまい。だが、指摘後、飼い主を探す原稿で、里親の文字の使用を私は封印した。

　知人に尋ねた。「里親とも、里子とも、あまり思ってはいなかったです。あの子はずうっと、私の娘ですから」

　家庭環境を奪われた子供の保護を規定した「子どもの権利条約」の批准から、今年で２０年である。【月足寛樹】

http://mainichi.jp/opinion/news/20141112ddh041070010000c.html
＊読売新聞

・「下着売る」と書き込み、「普通の女の子」補導（11月12日）
　インターネット上で売春相手などを探す少女らに注意を促す「サイバー補導」の取り組みを山口県警がスタートさせ、１年が経過した。

　県警はこの間、下着の販売を持ちかけたとして県内の少女２人を補導。「未成年者が犯罪に巻き込まれる恐れがあり、被害を未然に防ぎたい」としており、さらに取り組みを強化していく方針だ。

　「今日の昼大丈夫な人。えん高しませんか」「遊び相手　えん希望」。県警が発見したネット上の掲示板には、援助交際を示す「えん」の言葉が並ぶ。

　警察庁は昨年１０月、児童買春などの「福祉犯罪」から未成年者を守ろうと、全国の警察にサイバー補導の推進を指示した。

　サイバー補導は、ネット上で売春や下着の販売を呼びかける不適切な書き込みが対象だ。警察官が一般人を装って書き込んだ人に連絡し、直接会ったところで初めて身分を明かす。相手が未成年者であることを確認すると、口頭で注意し、保護者にも連絡する。

　県警では、少年課の捜査員が週に数回、専用の携帯電話でネット上の掲示板などを調査。未成年者による不適切な書き込みを発見した場合、接触を図る。県警はサイバー補導を始めた昨年１０月以降、今年９月までに４０件の不適切な書き込みを確認。連絡を取り、うち２６件で返信があった。

　県警は今年８月下旬、ネット上で下着を販売する趣旨の書き込みをした人と接触。待ち合わせた場所に現れたのは私服姿の少女だった。１０月下旬にも同様の書き込みをした少女に接触。いずれも補導し、ネットの危険性などを伝えた。

　補導された少女はともに「親に言わないで」と懇願し、書き込みをした理由について「お小遣いが欲しかった。もう絶対にしない」と反省。連絡を受けた母親の一人は「なぜうちの子が……」と驚き、涙ぐんだという。接触した捜査員は「二人とも普通の女の子だった」と振り返る。

　県警少年課の阿野祥和次長は「書き込みの実態や全容は把握できておらず、補導は氷山の一角」と分析。「未成年者にはネットで犯罪に巻き込まれる危険性があることを知ってもらい、保護者には子どもとネットに関するルール作りを呼びかけたい」と話している。（古藤篤）

http://www.yomiuri.co.jp/it/20141112-OYT1T50052.html
・「ネットで男性と知り合う」６割…ＳＮＳ利用の女子高生（11月13日）

２割は「実際に会った」
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ツイッターやＬＩＮＥなどのＳＮＳ（ソーシャル・ネットワーキング・サービス）を利用している女子高生の約６割が、ネット上で男性と知り合い、２割は実際に会った経験もあることが、東京大教授の橋元良明さん（コミュニケーション論）らの調査でわかった。

　調査は今年３月、橋元さんと、インターネットの安全な利用方法を研究しているＮＴＴセキュアプラットフォーム研究所が、ＳＮＳを利用している１５～２９歳の女性３０００人を対象に、インターネットを通じて行った。このうち、女子高生は５５４人。

　「ネット上で男性と知り合った」と答えた女性は全体で４８・７％で、「実際に会った」は２３・４％。女子高生に限ると、３２２人（５８・１％）が「知り合った」、１１５人（２０・８％）が「実際に会った」と回答した。

　女子高生が男性と知り合うきっかけとなったＳＮＳは「ツイッター」が６０・２％で最も多く、「ＬＩＮＥ」は２４・８％。やり取りを始めたきっかけは「共通の趣味を持っている」が最も多かった。

　実際に相手と会った女子高生１１５人のうち、１９人（１６・５％）は「手を握られたり体を触られたりした」、１４人（１２・２％）は「そういうつもりがなかったのに性的関係になった」と答えた。

　橋元さんは、「日常的にＳＮＳを使っているため、男性と出会うきっかけにＳＮＳを活用することにも抵抗が少なくなっている」と指摘している。

　また、子どものネット利用に詳しい千葉大教授の藤川大祐さん（教育方法学）は、「ネットにはウソを書く人も多く、相手がどのような人なのかわかりにくい。女子高生のような未成年は自分の行動に責任を取れないし、経験や判断力が乏しく、相手が危険な行動に出た時にかわすことが難しい。ネットで知り合った相手とは会わない方が安全だ」と話している。

　警察庁によると、知らない相手と情報交換できるＳＮＳなどの「交流サイト」を利用した後、性犯罪などの被害に遭った１８歳未満の子どもは、今年上半期で６９８人。昨年同期より１７％増えていて、２００８年の調査開始以降最多となった。被害者の９３％にあたる６４９人はスマートフォンなど携帯電話を利用していた。

http://www.yomiuri.co.jp/komachi/news/20141106-OYT8T50014.html
・ヘイトスピーチ判決　朝鮮学校児童に伝える冊子（11月15日）
　京都朝鮮第一初級学校（南区、当時）周辺で繰り返された街頭宣伝の違法性が争われたヘイトスピーチ（憎悪表現）訴訟で、民族教育の重要性に言及した今年７月の大阪高裁判決を同校の児童らに理解してもらおうと、原告弁護団のメンバーらが判決内容を平易な言葉で解説した冊子を作っている。子どもたちが自らの学びに誇りを持てるようにするとともに、日本社会への信頼を取り戻したいとの思いからだ。（苅田円）

　冊子を作っているのは弁護団事務局長のEQ \* jc2 \* "Font:ＭＳ 明朝" \* hps8 \o\ad(\s\up 9(とみます),冨増)四季弁護士と、学校や訴訟を支援してきた市民団体「こるむ」と「こっぽんおり」。

　きっかけは、当時ヘイトスピーチを耳にした児童らが受けた精神的ショックの大きさを感じたことだ。児童らは「朝鮮人って悪い言葉なの」と親らに尋ねたり、選挙の街宣カーが通った際におびえた様子を見せたりしたという。今も、子どもが恐怖心を持っていると訴える親もいる。

　一方、２審・同高裁判決は１審・地裁判決が触れなかった民族教育を行う利益の存在を認めた。同校が長年、民族教育を行ってきたことが同校の社会的評価につながっていることなどを指摘。「街宣で民族教育を行う価値が侵され、無形の損害を被った」と断じた。

　ただ、児童らの家庭では心理的負担に配慮し、判決を含めた訴訟の話はほとんどされていなかったという。冨増弁護士は「子どもたちは出自を否定され、社会全体が自分を排除しようとしているとの思いを抱いたままになる。素晴らしい高裁判決をきちんと伝えたいと思った」と話す。

　冊子は日本語とハングルの２種類で、８月から作成を開始。チマチョゴリ姿の女の子を描くなどイラストも多く使い、児童らが手に取りやすい工夫をこらした。

　民族教育については「長い歴史のある大事な営みで、日本の法律で大切に守られているものだと（判決は）言いました」と説明。損害の認定方法も「インターネットで悪口を流されて嫌な気持ちになったり、また（街宣に）やってくるのではないかと心配になったりすることも損害だと認められました」と紹介している。

　すでに４巻が完成し、朝鮮学校の行事などで配布されている。今後、判決に至るまでの訴訟の経過なども解説する予定で、最終的には８巻前後になる見込み。冊子は「こっぽんおり」のホームページ（http://blog.goo.ne.jp/kopponori)でも公開している。

■訴訟の経過

　２００９年１２月～１０年３月、南区の京都朝鮮第一初級学校（現在は伏見区の京都朝鮮初級学校）周辺で「在日特権を許さない市民の会（在特会）」のメンバーらが拡声機を使い「キムチ臭い」「朝鮮人を日本からたたき出せ」などのヘイトスピーチを繰り返した。

　朝鮮学校を運営する京都朝鮮学園（左京区）は同年６月、「授業を妨害された」として在特会などに街宣差し止めと３０００万円の損害賠償を求めて地裁に提訴。地裁は昨年１０月、ヘイトスピーチを人種差別と認め、街宣差し止めと約１２００万円の支払いを命じた。

　被告側は控訴したが、今年７月の２審・大阪高裁は１審判決を支持し、同会などの控訴を棄却。同会などが上告している。

http://www.yomiuri.co.jp/local/kyoto/news/20141114-OYTNT50226.html
＊日本経済新聞
・「夫は外、妻は家庭に」反対49％、賛成を上回る　内閣府調査（11月1日） 
　「夫は外で働き、妻は家庭を守るべきだ」との考え方に反対する人は49.4％で、賛成派（44.6％）を上回ったことが１日、内閣府の「女性の活躍推進に関する世論調査」で分かった。

　2012年の前回調査では賛成が反対を15年ぶりに上回ったが、今回は賛成が7.0ポイント減った一方で、反対は4.3ポイント増え、再び逆転した。女性の活躍推進を掲げる安倍政権の取り組みを後押しする傾向といえそうだ。

　男女別では、男性が賛否ともに46.5％。女性は賛成43.2％、反対51.6％だった。

　政治、経済など各分野で女性のリーダーを増やすときに障害になるものは「保育・介護・家事などにおける夫などの家族の支援が十分ではない」が50.1％で最多。「保育・介護の支援などの公的サービスが十分ではない」「長時間労働の改善が十分ではない」との回答も４割前後あった。

　女性が働き続けるために必要なことを尋ねたところ「保育所や学童クラブなど、子供を預けられる環境の整備」が71.6％で最も多かった。

　調査は８月28日～９月14日、全国の成人男女５千人に面接で実施した。有効回答率は60.7％。これまでは「男女共同参画に関する世論調査」だったが、今回から名称を改めた。
http://www.nikkei.com/article/DGXLASDG01H1R_R01C14A1CR8000/
・我が子は何号？ 変わる保活（11月4日）
　2015年４月に始まる「子ども・子育て支援新制度」は、幼稚園や保育園にかかわる戦後初の大きな制度改革といわれる。一部の自治体で新制度に対応した手続きが始まるなど、全国各地で準備は急ピッチで進む。しかし、子どもを持つ親たちからは、肝心の新制度の中身が複雑でわかりにくい、と不安の声があがっている。スタートまであと５カ月。新制度の変更点と課題を解説する。

新制度の支給認定手続きが始まった（京都市保育課の支給認定等業務センター）

　「来年４月、新しい子育ての制度が始まります」。10月27日午後７時、東京都台東区が開いた新制度の説明会には、区民約140人が集まった。半数弱が子ども連れで、仕事帰りの親たちの姿も多数あった。参加した母親の一人は「制度が変わるとは知らなかった。保育園の入園申し込みの前に理解しておきたい」と、担当者の説明に耳を傾けていた。

■消費増税が前提
　高齢者に偏った社会保障の財源を子育て分野に――。来春から始まる子ども・子育て支援新制度は、消費増税で得られた財源を集中的に振り向け、子育てしやすい環境を整備することが目的。消費税率の10％引き上げを前提に、毎年の増収分から7000億円を子育て分野に充て、保育の受け皿を増やし、質を向上させる。保育園の待機児童をなくすため、幼稚園と保育園の役割を１カ所で担う幼保一体型施設「認定こども園」を増やしたり、０～２歳児を預かる施設を認可施設に組み入れたりする。[image: image7.jpg]RAREED BO
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　実施主体の市町村は準備に大わらわだ。相模原市では、現在64園ある認可保育園に加え、新たに制度の枠に入る幼稚園や小規模の保育園が計20施設を超える予定。「このままでは新制度に対応した条例制定などに集中できないほど事務作業が多くなる」（同市）。そのため膨大に増える事務作業をパソナに業務委託することを決めた。

　現在、子が保育園に通う家庭を対象に、９月から新制度の手続きを開始した京都市も、事務作業を外部に委託した。同市によると、市民からの新制度に関する問い合わせ電話は、１カ月で800件を超えた。「保護者に新制度を理解してもらい、きめ細かい対応をするには事務の効率化が必要」（同市）

■短時間は割安に
　では新制度になると、保育園や幼稚園を利用する親からみて何が変わるのか。

　まず、施設を利用するときには、自治体から「認定」を受ける必要がある。これは、新制度の枠に入る施設であれば、幼稚園も保育園も変わらない。子どもは１号、２号、３号と区分される。

　保育園を利用する場合は、パートタイマーなど短時間で働く人のために「保育短時間」という仕組みもできる。短時間の利用料は少し安くなる。

利用料が収入に応じて決まる「応能負担」という考え方が、認可保育園に加え、幼稚園でも導入されることには注意が必要だ。これまで幼稚園の保育料が一律だった場合、収入によっては引き上げになる可能性がある。
　出産を控えたり、子を預けて働きに出ようと考えたりする親にとっての最大の関心事は、新制度で「保活」がどうなるのか、我が子は保育園に入りやすくなるのか、だろう。

　東京都の会社員Ａ子さん（34）は妊娠５カ月。妊娠がわかったとき「子は保育園に入れるのか」という不安をまず感じたという。待機児童が多い地域にすんでおり、出産前から予約ができる認可外保育所を訪ねてまわっている。

　「制度が変わっても、希望する人が皆、子どもを希望する施設に入れることができなければ何の意味もない」（Ａ子さん）。こんな子育て世代の叫びを受け止められる制度になるのか。現段階では未知数の部分は多い。

◇　　　　◇

■認定制度、この年齢・希望先で３タイプ[image: image8.jpg]ot~ T
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　新制度の最大の変更点は、子を幼稚園や保育園に通わせるときに、自治体の「支給認定」が必要になることだ。保育が必要な理由と、預ける時間を申請し、審査を経て認定証をもらう。

　認定は子の年齢や保育の必要性で３種に分けられる。３～５歳児で幼稚園希望なら１号。保育園を希望すると３～５歳児は２号、０～２歳児は３号となる。４歳と１歳の子がいて、共働きで保育が必要と認められれば、４歳は２号、１歳は３号と認定される。

　来年度については、新たに申し込む子だけでなく、既に認可保育園などに通っている児童も自治体に書類を提出して認定を申請する必要がある。園経由で手続きするケースが多そう。幼稚園は内定した園を通じて申請することになりそうだ。

　保育園希望の２号、３号は11～12月の入園申し込み時に申請する地域が多そう。自治体は年明け以降、認定証と内定通知を送付するが、待機児童が多い自治体では「内定なき認定」もありうる。

　認定をもらえば、毎年申請する必要はないが、幼稚園から保育園などに変えたい場合は再申請が必要だ。また、制度対象外の私立幼稚園や認可外保育、保育ママを利用するなら申請はいらない。園に直接確認しよう。

http://www.nikkei.com/article/DGXLASFE29H0D_Q4A031C1NNMP00/
・ハーグ条約適用で初出国　５歳児、日本からドイツへ（11月12日）
　国境を越えて連れ去られた子どもの取り扱いを定めたハーグ条約に基づき、ドイツから母親と一緒に日本に来ていた男児（５）が、先月中旬にドイツに帰国していたことが12日、外務省への取材で分かった。４月に日本が条約加盟した後、出国したケースは初めて。

　外務省によると、男児はドイツ人の父親と日本人の母親の間に生まれて二重国籍を持ち、ドイツで生活していた。

　今年６月に母親が男児を連れて来日し、父親が８月、ハーグ条約に基づいて日本の外務省に援助を申請。話し合いを進め、ドイツに帰ることで合意したという。母子は先月中旬に出国した。

　海外から日本に来た子どもの取り扱いを決める際、今回のように話し合いでの合意に至らなかった場合は、親が東京家裁か大阪家裁に子の返還を申し立て、裁判所が戻すかどうかを判断する。

　今回とは逆に、条約に基づいて海外から日本に戻ったケースとしては、英国や米国、スイスに渡っていた日本人の子が返還命令や話し合いで帰国した事例が明らかになっている。〔共同〕

http://www.nikkei.com/article/DGXLZO79590390S4A111C1CR0000/
・スマホで性被害、過去最多　交流サイト利用の18歳未満（11月15日） 

　今年上半期、スマートフォン（スマホ）で出会い系以外の交流サイトを使い、性犯罪などの被害に遭った18歳未満の子供が543人に上ったことが14日までに、警察庁の調査で分かった。昨年下半期より76人増え、過去最多となった。
　パソコンやスマホ以外の携帯電話を使っていた子供も含めた被害者総数は698人で、スマホ利用者の割合が初めて７割を超えた。
　ＬＩＮＥ（ライン）やカカオトークなど、無料通信アプリのＩＤを交換できるインターネット掲示板を通じて大人と知り合い、被害に遭った子供は262人で、うち242人がスマホの利用者だった。
　被害者が容疑者と会った理由は「お金・品物を得るため」が19.7％で最も多く、「遊ぶため」が18.1％、「相談に応じてくれる優しい人だから」が16.1％で続いた。「性交目的」も7.4％いた。
　警察庁の担当者は「ネットを使いやすいスマホが普及し、安易に見ず知らずの大人と会う子供が増えている」と分析し、「スマホやサイトの利用方法について家庭で話し合ってほしい」と呼び掛けている。〔共同〕

http://www.nikkei.com/article/DGXLASDG13H4J_U4A111C1CR8000/
・子育て支援、生まれる前から　モデルはフィンランド（11月18日）
　安心して出産、育児ができるようにと、妊娠中から継続的に女性の相談に乗る仕組みを整える自治体が出てきた。モデルとなったのは、フィンランドの「ネウボラ」という制度だ。早い段階から悩みをキャッチし、寄り添うことで、育児不安の解消などにつなげる。少子化対策としても注目を集めている。

　「実家は近くにある。ただ、共働きなので保育園に入れるかどうかが心配」「じゃあ次回は、保育園についてお話ししましょう」……。

　千葉県浦安市の健康センター。第２子を妊娠し、母子健康手帳を受け取りに来た女性（37）が、市の担当者と、専用の部屋「こんにちはあかちゃんルーム」で言葉を交わす。市が10月から始めた新たな事業のひとこまだ。

　相談に乗るのは、母子保健の専門家である保健師と、市が独自に養成した「子育てケアマネジャー」の２人１組。妊娠中相談できる人はいるか、何か困りごとはないか。一人ひとりに合わせた「子育てケアプラン」をつくり、ヘルパーの派遣など様々なサービスにつなげる。

　面談は手帳を受け取りにきたすべての人が対象だ。手帳交付時と出産前後、子どもの１歳の誕生日ごろ、と計３回は行う。後半の２回は、足を運んでもらえるよう、育児用品などのギフトも用意する。「『一人じゃない』と伝えたい」と、子育てケアマネの加藤多津子さん（64）は話す。

　出産前後は、女性の心身も暮らしぶりも大きく変わる。サービスがあっても、それが必要な人に届いていないことも少なくない。「切れ目なく支援し、育児不安解消や虐待の防止につなげたい」と金子昇こども部長は話す。

　モデルはフィランドの出産・子育てのワンストップ支援拠点「ネウボラ」だ。全国の自治体に設けられており、子どもはもちろん、家族全体をサポートする。日本の保育園・幼稚園にあたる子どもデイケアや学校、病院などとも連携している。

　こうした試みは10月、埼玉県和光市でも始まった。４カ所ある窓口の１つ、「みなみ子育て支援センター」は、保育園の２階にある。フローリングの部屋で座布団に座りながら母子保健コーディネーターとゆっくり話ができる。
　センターは様々な子育て支援の拠点。子どもと遊びに来ていた神沢亜紀子さん（41）は市役所で母子手帳を受け取ったため、出産後、市の広報を見るまでセンターのことを知らなかった。「情報が少ないと、足を運ぶにも度胸がいる。母子手帳の受け取り時から様々な支援制度を詳しく知ることができれば、より安心では」

　国もこれらの取り組みを後押しするが、まだごく一部の自治体で始まったばかりだ。行政の従来のやり方を大きく変える必要もある。身近に支援してくれる人がいない、経済的困窮、養育の不安……。女性が抱える悩みは様々だ。「行政はともすれば母子保健、子どもの福祉など縦割りになりがち。多職種の連携、悩みの予防と早期発見。この２つが欠かせない」。和光市の保健福祉部長、東内京一さんは強調する。

　職員の力も必要だ。同市では、ケアプランの内容を様々な職種が集う会議で議論し、内容を練る。それにより担当者のスキルアップを図っていくという。

■第三者の支援必要
　フィンランドのネウボラは、民間の取り組みとして始まった当初を含めれば、100年近い歴史がある。高い出生率と女性の就業率を両立させているフィンランドの取り組みは日本でも大きな参考になるが、急速な少子化が進む日本では時間に余裕はない。

　ネウボラに詳しい吉備国際大学の高橋睦子教授は「今は昔と違い、実家やご近所のネットワークが弱まっており、第三者の支援が欠かせない。どんな態勢が取れるかは、それぞれの地域の実情に合わせ工夫する必要がある」と指摘する。その上で「一定の予算はかかるが、子どもの健やかな育ちを支えることは未来への堅実な投資。上からの指導ではなくお母さん目線に立つことが大切だ」と話していた。（編集委員　辻本浩子）

http://www.nikkei.com/article/DGXMZO79794480X11C14A1NNMP00/
・ハーグ条約適用、大阪家裁が子の返還命令　スリランカの父請求（11月19日）
　両親の離婚などにより国境を越えて連れ去られた子供の取り扱いを定めたハーグ条約に基づき、スリランカに住む父親が、一時帰国した４歳の子供を連れ戻すことを拒んだ母親に返還を求めた審判で、大阪家裁（大島真一裁判長）は19日、スリランカに返還するよう命じる決定を出した。

　父親の代理人弁護士によると、父母は30～40代でともに日本人。日本が今年４月にハーグ条約に正式加盟後、返還命令の決定が明らかになるのは初めて。

　決定によると、父母は子供とともに、父親の事業のため2013年２月にスリランカに渡航。14年６月に一時帰国し、同年８月にスリランカに戻る予定だったが、７月に母親が子供を戻す意思がないと伝えた。母子は現在も日本で暮らしているという。

　決定は、子供がスリランカで通学し、９月以降も通学予定だったことなどから、子供の居住地をスリランカと認定。一方で、母親側が主張した「返還が子供の心身に及ぼす危険」などについては認めなかった。

　これまでに海外に渡った日本人の子供を、日本に帰国させる返還命令は英国などで出ている。

http://www.nikkei.com/article/DGXLASDG19H2M_Z11C14A1CR0000/
・障害者虐待、13年度2280件　加害者の８割は身近な家族 （11月26日）
フォームの終わり

　2013年度に全国の自治体に障害者への虐待に関する相談・通報が7123件あり、うち2280件が虐待と判断されたことが25日、厚生労働省の初の通年調査で分かった。虐待件数の８割近くは父母や兄弟姉妹など身近な家族らが加害者だった。被害を受けた障害者は2659人で、３人が死亡していた。

　虐待は家庭や施設など閉じられた場所で行われる上、障害のために虐待だと認識できない被害者も多い。自治体の調査でも判断が難しいケースも多いとされ、「氷山の一角」との指摘もある。

　最も多いのは、父母や兄弟姉妹ら「養護者」による虐待で、1764件。1811人が被害を受け２人が死亡していた。加害者は1990人で、父母と兄弟姉妹が全体の約６割を占めた。

　福祉施設の職員による虐待は263件。被害者は455人で、１人が死亡していた。職場の雇用主・上司による虐待は253件で、被害者は393人だった。

　虐待の種類（複数回答）は、養護者によるものでは暴力などを加える身体的虐待が63.3％と最も多く、怒鳴るといった心理的虐待（31.6％）、金銭を取り上げるなどの経済的虐待（25.5％）と続いた。

　施設職員による虐待でも身体的虐待が56.3％と最多だったが、わいせつ行為をする性的虐待も11.4％と目立った。雇用主らによる虐待では、経済的虐待が80.0％と大半を占めた。

　虐待を受けた人の多くは知的障害者で、意思表示が難しい障害者が被害を受けやすい実態も浮かんだ。

　調査は、12年10月に施行された障害者虐待防止法に基づくもの。前回調査は12年10月からの半年間分で、虐待の通報は4502件、虐待件数は1524件だった。

　同法は虐待の疑いがある事例を見つけた家族や関係者、近所の人などに通報を義務付けており、全ての都道府県と市区町村は窓口を設置している。厚労省は、窓口があることを住民に周知徹底するよう、自治体に求めている。

http://www.nikkei.com/article/DGXLASDG25H5T_V21C14A1CR8000/
・児相の調査権限強化を　厚労省専門委、虐待防止へ提言（11月28日） 
フォームの終わり

　児童虐待防止の在り方を議論する厚生労働省の専門委員会が28日開かれ、児童相談所の調査権限の強化や、虐待リスクのある母親を妊娠期から継続して支援する体制整備などを求める提言を取りまとめた。

　関係省庁の副大臣らによる対策会議が、提言を踏まえて年内に政府としての虐待防止対策を打ち出す方針。

　提言は、児相が虐待の疑われる家庭に強制的に立ち入り調査する「臨検」の手続きの見直しについて言及。現在は親が任意の調査や２度の出頭要求に応じない場合に裁判所に臨検の許可状を請求できるが、任意調査などに応じなくても請求できるよう求めた。

　児相から虐待の疑いのある子供の身元特定や安全確認などの情報の照会を受けた関係機関に回答を義務づけることも促した。

　2013年３月までの約10年間に虐待で死亡した子供546人のうち０歳児が44％を占める。「望まない妊娠」などの問題が背景にあることを受け、医療機関が虐待するリスクのある妊婦を把握した場合には行政に情報を伝え、乳幼児健診以外にも悩みを聞くなど、妊娠期から出産後まで切れ目無く支援する体制整備が必要とした。

　児相と警察との連携強化のため、児相について警察からの出向者の受け入れや警察ＯＢの配置が効果的とも指摘した。

http://www.nikkei.com/article/DGXLASDG28H8S_Y4A121C1CR8000/
＊YAHOOニュース
・「男らしく」「女らしく」を理由としたいじめや嫌がらせ「ジェンダー・ハラスメント」って知ってますか？（11月2日）

明智カイト | 「いのち　リスペクト。ホワイトリボン・キャンペーン」共同代表
みなさんは「ジェンダー・ハラスメント」という言葉を聞いたことがありますか？「セクシュアル・ハラスメント」は知っているが、「ジェンダー・ハラスメント」は知らないという方が大半なのではないでしょうか。ここでは「ジェンダー・ハラスメント」について解説していきます。
らしさの圧力

11/2（日）の朝日新聞に「男らしさ女らしさって…　ありのままの自分でいたいのに」という記事が掲載されました。

この記事には私が10代の頃に体験したことも記載されていますのでご紹介します。

（大磯貴廣は私の本名です。明智カイトはペンネームです。）

＜記事の内容を一部抜粋＞

１０月２５日、性的少数者のＬＧＢＴといじめを考えるシンポが、都内であった。テーマは「男らしさ・女らしさの圧力を考える」。

同性愛者であることを公表し、教育現場でのいじめ対策に取り組む大磯貴廣（たかひろ）さん（３７）は「１０代の頃から、女っぽい、気持ち悪い、オカマといじめられ、引きこもり、高校中退、自殺未遂を経験した」と明かした。教師に相談しても「男らしくなればいじめられない」と諭され、家では長男として結婚して一家を支えることを期待された。

「子ども同士のいじめだけでなく、親や教師や社会にまで『戦線』が拡大して苦しかった。私個人の問題なのか、日本の社会の問題なのか、追究したいという一心で活動してきた」

大磯さんが共同代表を務めるＬＧＢＴ支援団体「いのち　リスペクト。ホワイトリボン・キャンペーン」が５月に発表したアンケート結果では、いじめを受けたことのあるＬＧＢＴは７割で、３割が自殺を考え、２割が自傷に及んでいた。

出典:男らしさ女らしさって…　ありのままの自分でいたいのに（朝日新聞）
「セクシュアル・ハラスメント」とは

一言で説明すると「相手や周囲の人を性的に不快な気持ちや不安な気持ち等にさせる言葉や行動」になります。

「セクシュアル・ハラスメント」の例としては、相手の容姿を品評すること、スカートめくり、盗撮や強制的に写真を撮影する、盗撮、強制撮影画像のネットへのアップ、身体の特に性に関わる情報を様々な方法で暴露したり、誹謗、中傷したりすること。

ただし、ハラスメント悪質性の程度が高く、ハラスメントを受けた人が精神的に追い詰められるような状況となったときは、特に「性的いじめ」として捉えた方がよいでしょう。

「ジェンダー・ハラスメント」とは

一言で説明すると「女らしさ・男らしさの物差しから外れた行動や態度に対し非難すること」になります。

「ジェンダー・ハラスメント」の例としては、女のくせに大食いだな、女のくせに男言葉を使うな、男のくせに泣くな、男ならもっと堂々としろ、男のくせにそんな女っぽいものが好きだなんておかしいんじゃないの…

これは人を「女らしい女」や「男らしい男」でなければ認めないという認識に基づくもので、多様な生や性の在り方を認めようとする考え方とは真逆のものです。多様な性や生を認めることが人権尊重のひとつとして理解されるようになっている今日、「ジェンダー・ハラスメント」は認められません。

このハラスメントは、ハラスメントを直接受けている人がLGBTである場合はその人の存在そのものに対する重大な攻撃となり、「いじめ」といえます。一方、ハラスメントを受けている人が非LGBTの場合は、「セクシュアル・ハラスメント」と同様、その程度等により、いじめとなりえます。

しかしながら、非LGBTの人に対する「ジェンダー・ハラスメント」は、それを見聞するLGBTの人にとっては、自分の存在がとてもネガティブに捉えられていることを思い知らされるものであるので、間接的にであれ、LGBTの人たちに対するハラスメントとなる可能性があります。「ジェンダー・ハラスメント」はそれゆえ誰に対しても許されず、その程度によってはいじめとなります。

「ジェンダー・ハラスメント」に端を発するいじめには、いじめの対象とされた人がLGBTであろうがなかろうが、「男らしくもなく、女らしくもない人」を「人」と思わない気持ち、つまり差別意識に基づいているものとも考えられる点に注意が必要です。

「ジェンダー・ハラスメント」による被害

「男らしさ」「女らしさ」など性別規範に沿わないという理由によるジェンダー・ハラスメント、「ホモ」「おかま」「おとこ女」「気持ち悪い」などの言葉による暴力が常態化しています。

「いのち　リスペクト。ホワイトリボン・キャンペーン」が2014年5月に公表した「ＬＧＢＴの学校生活調査」の調査結果によると、ＬＧＢＴ当事者の7割にいじめ被害経験がありました。特に性別違和を持つ生物学的男子(MTF，MTX)では、身体的暴力(48%)や、服を脱がされる・恥ずかしいことを強制されるといった性的暴力(23%)などの深刻ないじめを長期にわたって経験している割合が高率でした。男子のコミュニティ内において「男らしくない」とみなされることが、いじめ被害に高率で結びついている可能性が示唆されました。

リーフレット『ＬＧＢＴ学校生活実態調査2013』レポート
ジェンダー・ハラスメントの被害者はLGBTの子どもだけとは限りません。「背が低い/高い」「痩せている/太っている」などと同じような理由で、どの男子、女子にも「男子のくせに○○/女子のくせに○○」などのいじめや嫌がらせの被害に遭うリスクを負っています。これらはいずれも不登校や自傷、自殺などに結びつくにも関わらず、教師がこうした事態に介入せず、むしろ煽る場合も多々見受けられます。

このような状況を改善するためには固定的性別役割意識（いわゆる「男らしさ」「女らしさ」）に沿わないことを理由にしたジェンダー・ハラスメントの防止研修を、子ども、教職員、保護者に対し実施し、性の自己形成期にある子どもの多様な性別表現を保障していく必要があります。

「性的ないじめ」を肯定しない環境作りが必要

LGBTの子どもを含めて学校、家庭など周囲の知識が皆無であるため、ジェンダー・ハラスメントなどの性的ないじめをはじめとする「性的な悩み（被害）の相談」について対応できる場所が子どもたちの身近に存在しないことが挙げられます。

被害を受けた子ども自身が性的ないじめを教師や親に対して相談するのを躊躇ってしまい、結果的に性的ないじめに我慢し耐え続ける状況が出現しています。また、機能不全家庭などによりそもそも子どもの悩みを受け止められる家庭環境にない場合も想定されます。

逆に教師や親に相談したことによって状況を悪化させてしまう可能性があります。教師や親から「男なら男らしくしろ」「女っぽいおまえに問題がある」などの無理解や叱責に遭い、子どもをさらに追い詰める危険性を孕んでいます。

このような状況を改善するためには、LGBTであることを理由とするいじめやジェンダー・ハラスメント等が起きたときに、それに適切に介入できる力量のある専門員を学校に配置することも必要となってきます。学校におけるいじめの解決には、それへの適切な介入が不可欠です。介入の仕方によっては、さらにいじめが沈潜化した上で悪化し、被害が深刻化する場合もあります。そこにLGBTの要素が入ると、いじめの構造も複雑化します。LGBTに関する理解が深く、かつ、いじめへの適切な介入ができる、高度な専門性のある人材を配置するための育成が必要です。

（いのち　リスペクト。ホワイトリボン・キャンペーン共同代表　明智カイト）

――――――――――――――――――――――――――――――――――――

「いのち　リスペクト。ホワイトリボン・キャンペーン」
ＬＧＢＴの子ども、若者に対するいじめ対策、自殺対策（＝生きる支援）などについて取り組みをしている。ＬＧＢＴ当事者が抱えている政策的課題を可視化し、政治家や行政に対して適切な提言をしていくことによって問題の解決を目指すことを目標としている。

明智カイト
「いのち　リスペクト。ホワイトリボン・キャンペーン」共同代表

本名：大磯貴廣。1977年生まれ。認定NPO法人フローレンス所属のロビイスト。主に「子ども」「女性」「マイノリティ」の権利擁護や政策提言を行う。自身も中学生の時にいじめを受け、自殺未遂をした経験から「いのち リスペクト。ホワイトリボン・キャンペーン」を立ち上げて、「いじめ対策」「自殺対策」などのロビー活動を中心に行う。2012年の自殺総合対策大綱の見直しでは、「性的マイノリティ」も自殺対策の対象に含めるように政府に対して働き掛けを行ってきた。国際連帯税の導入や、休眠預金の活用についても提言している。カラフル連絡網（全国LGBT活動者の会）呼びかけ人、NPO法人「ストップいじめ！ナビ」メンバー。

http://bylines.news.yahoo.co.jp/akechikaito/20141102-00040449/
・
